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研究要旨： 

 本研究は、2 年の研究期間を通じて１）健康危機時におけるリスクコミュニケーション

（ERC）に必要な要素の明確化、２）有効性の検証がなされた効果的な ERC の実施のための

組織・手順に関するモデル及びツールの開発を目的とする。１年目は、国内外の COVID-19

対応の経験・教訓を踏まえた ERC の機能・要素の整理を行い、ERC のシステム・組織、ガ

イダンスや標準業務手順書の作成に向けた情報収集、緊急時対応センター（EOC）における

ERC のあり方、自治体の ERC の体制整備に係る実態調査の企画等を行った。ERC に関する国

や自治体のキャパシティの構築には、適切なシステムとともに、高いコンピテンシーを有

する人材が求められることが明らかになった。また、COVID-19 の対応を通じて、対住民だ

けでなく、国と自治体間、自治体内の RC の重要性も認識された。国においては、海外の先

進的な取り組みも参考に、専門性を有する ERC 体制の構築を平時から推進することが望ま

れる。自治体では、人材育成とともに外部の専門家の関与などを通じた体制の強化が求め

られる。一方で、行政における ERC の業務や行為が明確に定義されておらず、取り組みの

実態が把握できていない部分も多いことから、得られた知見を踏まえて調査票を作成し、

早期に実態を把握する必要がある。 
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Ａ．研究目的 

 健康危機発生時には、効果的なリスクコミ

ュニケーション（RC）により住民やコミュニ

ティの予防行動を促進し、健康被害の予防と

拡大防止につなげることが重要である。RC は、

世界保健機関（WHO）が定める国際保健規則

(2005)（IHR(2005)）においてコア・キャパシ

ティの１つに挙げられ、各国政府は能力向上

に努めることが求められている。しかし、わ

が国の RC の実施体制は、近年強化が進む健康

危機管理体制の中にあって、依然不十分であ

ることが指摘されている。2018年度に実施さ

れた IHR(2005)に基づく合同外部評価（JEE）

では、RC に関する５指標のうち、「システム

（計画・体制等）」をはじめとする３指標で

５段階中の３と、他の項目に比べて低評価で

あり、米国やカナダ等一部の先進国と比較し

ても低評価であった。さらに、今般の新型コ

ロナウイルス感染症（COVID-19）対応では、

行政間及び国民とのコミュニケーションにお

ける課題が指摘されており、行政の RC 体制の

構築は喫緊の課題となっている。 

 健康危機発生時の RC（Emergency RC, 以下

ERC）については、効果的なメッセージや媒体

等について知見が集積されガイドラインも発

行されている。しかし、ERC を行政のシステ

ムとして実装・制度化するための要件や課題

についての研究は限られており、COVID-19 対

応や最新の情報技術等を踏まえた知見の更新

も必要である。 

 本研究は、2 年の研究期間を通じて、１）

ERC に必要な要素の明確化、２）有効性の検

証がなされた効果的な ERC の実施のための組

織・手順に関するモデル及びツールの開発を

目的とする。１年目の令和４年度は、国内外

の COVID-19 対応の経験・教訓を踏まえた ERC

の機能・要素の整理を行い、ERC のシステム・

組織、ガイダンスや標準業務手順書（SOPs）

の作成に向けた情報収集、緊急時対応センタ

ー（Emergency Operations Center(EOC)）に

おける ERC のあり方、自治体の ERC の体制整

備に係る実態調査の企画等を行った。 

Ｂ．研究方法 

１．EOC における RC 機能の検討 

１）EOC の組織機能としての ERC および RC担

当者のコンピテンシーの抽出 

EOCにおける組織としての ERCおよび RC担

当者のコンピテンシーについて文献レビュー

（スコーピングレビュー）を実施した。組織

機能については WHO の JEE ツール version 3

（WHO, 2022）を、個人のコンピテンシーにつ

いては ECDC のガイドライン（ECDC, 2017）を

参考に項目の頻出度合いを整理した。 

２）ERC の関係者へのヒアリング調査

国内外の ERC 実践者および ERC のステーク

ホルダーの一人であるメディアのリストを作

成し、スノーボール形式で調査対象者を探索

しヒアリングを実施した。実践者には、コミ

ュニケーション担当者の EOC における役務と

責任範囲、就業体制、新型コロナ時の対応に

かかる教訓など、メディア担当者には、政府

や行政からの情報発信を含む RC 全般の評価

やアンメットニーズについて、聴取した。 

３）ケーススタディ：エムポックス

 近年、コミュニティエンゲージメント

（Community Engagement:CE）の概念を含む

RCCE の考え方や実践が推奨されているが、こ

のケーススタディとして、欧米を中心に感染

が拡大したエムポックス（mpox）への RCCE

活動を実施・考察した。 

２．行政の RC の要素の整理、行政の RC ﾓﾃﾞﾙ

の開発 

 COVID-19 の厚生労働省のアドバイザリー

ボードの資料をもとに ERC に関する検討を行

った。また、ERC に必要とされる機能・要素

について COVID-19 対策の経験をふまえてと

りまとめた。 

３．地方自治体の RC の現状と課題の検討 
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 令和４年度九州ブロック保健所連携推進会

議の場を活用し討論会を開催し、COVID-19 対

応施策立案に関与した県庁行政医師及び対策

実施の責任者である保健所長により、

COVID-19 対応における県と住民間、地方自治

体間（県と保健所）の二つの構造を中心とし

た RC の課題に関する討論と改善のための要

素の抽出を行った。討論に先立ち「COVID-19

対応の課題と教訓を踏まえ RC の実践に向け

たポイント」に関する基調講演を行い、参加

者（九州ブロックの保健所長）の理解促進を

図った。その上で、COVID-19 対応において RC

が困難であった構造上の課題や困難な要因に

ついて提示し、COVID-19流行状況に応じた場

面を設定し、議論した。 

 

４．地方自治体（中核市）の RC の現状と課題

の検討 

 中核市である高知市（人口 32万人（県人口

の 48%））を例として、中学校結核集団感染

（1999 年）での RC について，集団感染が探

知された緊急時とそれ以降の回復期で担当者

に求められた役割や課題を検討した。さらに、

COVID-19 の感染が拡大した第 1～3 波（2020

年）に担当者に求められた RC の役割や課題に

ついて検討した。 

 

５．地方自治体の RC の実態調査と行政の RC

モデルの開発 

１）法令・指針等のレビュー 

 行政文書等における RC/ERC の扱いについ

て、定義と実務担当者に焦点を当てて把握す

ることを目的として、特に健康危機管理に関

連する法令・指針等をレビューし整理した。 

２）地方自治体の ERC に関する実態調査 

 地方自治体の保健衛生部局における、ERC

に関する計画・指針の整備、関係機関との連

携、人材確保・育成等の現状を把握し、今後

の体制整備に向けた基礎資料とするとともに、

課題を抽出することを目的として、調査票を

用いた実態調査を企画した。RC/ERC に関連す

る用語の整理や担当部局と業務の現状につい

て事前に把握する必要性が認識されたため、

令和４年度は、健康危機管理の知見と経験が

豊富な自治体関係者に意見聴取の目的で、試

験的な調査票を用いた予備調査と意見聴取を

行い、調査の実施と調査票の内容について必

要な知見の整理を行った。 

 

６．海外の行政機関等における RC に関する情

報収集 

１）JEE 高評価国における行政機関等の RC 対

応の整理 

JEEウェブサイトにおいて、2022 年 10月

14日時点における国別の JEE評価進捗状況

（未評価、進行中、評価完了）を調査し、進

捗状況が「評価完了」である 115か国（日本

を含む）を対象とした。各国評価レポートか

ら RC分野 5 指標 5 段階の各指標の得点と、そ

れらを合計した総得点（25点満点）を算出し、

日本よりも総得点が高い国の評価年、評価ツ

ールの版数（第 1-3 版）を含めて、リスト化

した。総合点の高い上位 3か国と、総得点が

日本よりも高い国のなかで、日本と同程度ま

たはそれ以上の医療水準を持つ国を 3か国抽

出し、評価レポートで「強み」として指摘さ

れた評価コメントから、評価ツール第 1版の

RC分野各指標「技術に関する質問」に対して、

回答となり得る各国の評価コメントを当ては

め、整理した。さらに、日本の RC優先課題の

解決に向けて、上位３か国の参考となり得る

各国の共通点や取り組みを抽出した。 

２）海外の ERC における先進的な取り組み事

例の収集 

 COVID-19 対応でも注目を集め、JEE未実施

であるイスラエルを対象に、１)国防軍ホーム

フロント司令部（Defense Forces Home Front 

Command）、２)危機管理庁（National 

Emergency Management Authority）、３) 保

健省（Ministry of Health）、４)国立救急医

療サービスセンター（Megen David Adom in 

Israel）の ERC を含む健康危機管理体制につ
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いて、現地視察を行い担当者と情報共有・意

見交換を実施した。各機関から得られた ERC

関連の情報を、日本と異なる点、注目された

点等として整理した。 

（倫理面への配慮） 

 本研究は政策研究であり、人を対象とした

調査等は実施していないため倫理面での特段

の配慮は必要としない。 

 

Ｃ．研究結果 

１．EOC における RC 機能の検討 

１）EOC の組織機能としての ERC および RC担

当者のコンピテンシーの抽出 

 439編から重複、除外基準を照らして、48

編の学術論文が抽出された（実務やその経験

に基づく報告 25編、研修関連 22編、理論関

連 1編）。研修はヨーロッパ、米国、英国、

ドイツ、中国で実施され、主に個人のコンピ

テンシーの養成を目的とした、オールハザー

ド型またはテロ防止に関するものであった。

実務の約半数はアフリカ地域からの報告であ

り、感染症（エボラ出血熱、ラッサ熱、黄熱

など）流行時に組織として実施された RC活動

が多く含まれていた。これらの研究に記載さ

れたコンピテンシーや組織機能項目は、ECDC

ガイドラインに記載された項目の 4～11％、

JEE ツールの 15～24％に相当した。 

２）ERC の関係者へのヒアリング調査 

 米国 CDC の ERC 実践者は、EOC の RC担当者

に限らず、EOC 組織内で共有するキャパシテ

ィとして CDC が開発したクライシス・緊急事

態リスクコミュニケーション（CERC）の重要

性を強調していた。日本医学ジャーナリスト

協会および英国 Medical Journalists 

Associationの担当者のヒアリングからは、

緊急時には特に専門家との密なコミュニケー

ションやタイムリーな情報発信のニーズが高

いという結果が得られた。 

３）ケーススタディ：エムポックス 

 エムポックスの感染に関連した社会的ステ

ィグマおよび内的スティグマを防ぐため、当

該コミュニティに根差した団体組織

（Community-based organization:CBO）との

コミュニケーションを開始し、関係者間の定

期的なコミュニケーンの場を設定し、ステー

クホルダーマッピング、当該コミュニティに

おけるリスク認知の探索、リスク低減のため

のコミュニケーション資材の共同製作・配布

した（分担研究報告１ 添付資料①1-3）。ま

た、行政（自治体や保健所など）向けに RCCE

ガイダンス（同 添付資料②）を提供するな

ど、多面的に RCCE を実践した。 

 

２．行政の RC の要素の整理、行政の RC モデ

ルの開発 

 COVID-19 対策を通じて、ERC に必要とされ

る機能・要素として、以下の点が考えられた。 

１）情報発信のあり方 

状況が刻々と変わる中において、先手を打

っての情報発信が期待されるが、国からの情

報などがない場合には、自治体単独ではなん

らかの発信が難しいことも多い。自治体にお

いても専門家会合などを設置して、分かるこ

とや分からないことを発信できるようにする

ことは将来的には重要である。専門の支援部

隊や広報やメディア対応に長けた人材の確保

も必要である。 

２）悲観的な際に、市民に希望を見せるメッ

セージの必要性と難しさ 

国や自治体の長などの政治のリーダーには

難しい状況においては希望のあるメッセージ

が期待されるが、科学的根拠を伴わない情報

が発信されたこともある。発言の内容につい

て専門家も交えて検討する必要がある。 

３）専門家の意見が追加の対策や批判につな

がる場合を想定した対応 

専門家の意見が追加の対策の意思決定に影

響する場合や、現在の対策を否定するものと

してメディアや議会などで取り上げられた場

合に備えた対応が求められる。定量的、定性

的に状況をモニタリングしつつ、誤情報も含
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めて否定することができる組織や体制が国に

おいて必要である。 

４）危機的な状況におけるコミュニケーショ

ンと施策 

緊急事態宣言などの効果を最大化するため

には、データを用いた説明とともに、その目

的も含めて伝えることが必要である。緊張感

は長続きしないため、できるだけ短期間にす

る必要がある。 

５）民意の把握（特に否定やネガティブな場

合） 

 民意は無関心から否定やネガティブに傾く

ことがあるため、状況を適切に把握すること

が必要である。 

６）自治体から伝えるということ 

 誤った情報が多くなった場合にこそ自治体

からの積極的な発信はインパクトがある。伝

える努力、分かりやすい情報提供が重要であ

り、習熟に向けた努力が求められる。 

 

３．地方自治体の RC の現状と課題の検討 

 COVID-19 対応で RC が困難であった要因の

１つは、地域の流行状況や医療資源等の差異

に伴い、自治体ごとに対策を立案し実行する

ことが求められたことである。RC に関する構

造上の課題として、①施策立案に公衆衛生現

場の意見を反映させる場の設置、②法制度と

実態の乖離を埋めるための場の設置、③保健

所の対策遂行能力とそれを支える県の支援及

び流行状況に伴う対応方針転換のための意思

決定の場の設置、などが考えられた。 

 討論会で得られた RC の課題を COVID-19 の

フェーズ（患者少数／多数）と、県（施策立

案者）―住民間、県―保健所（対策実施責任

者）間の状況により整理した。 

1-A:患者少数での県―住民間の RC の課題 

  未知の感染症に対し適当なリスクを住民

に伝え適当な受診行動やリスク回避行動

に繋げること、また周囲の患者に対し差

別や偏見を持たないように広報すること

の難しさ等 

1-B:患者少数での県‐保健所間の RC の課題 

  厳格な対応が求められる中で、協力が得

られにくい一部の患者への対応に関する

県‐保健所間の共通理解等 

2-A:患者多数での県-住民間の RC の課題 

  量的に対応が困難となる状況の中で、病

床やホテル使用状況等地方自治体の対応

能力の現状（安心感と現実等）をどのよ

うに住民に伝えていくか等 

2-B:患者多数での県-保健所間の RC の課題 

  2-Aの状況下で住民から求められる医療

等の提供要請と現実の対応能力との乖離

による事実上の対応の破綻とこれに関す

る住民とのコミュニケーションの困難さ、

またこれによる自治体職員の疲弊等 

 

４．地方自治体（中核市）の RC の現状と課題

の検討 

 1999 年に高知市内の中学校で発生した大

規模な結核集団感染では、探知時点では、本

庁に窓口を一本化して、RC担当者には医学的

判断と行政的判断の両面の判断ができる課長

級の医師をあてた。マスコミ対応は緊急時の

2週間に 4 回行い、学校名などのプライバシ

ーに関連する部分以外は、十分に説明した上

で公表した。回復期の RC は現場担当の課長補

佐級の医師が担当し、関係機関に積極的に講

演を行うとともに、マスコミの取材に応じた。 

 COVID-19 については、高知県の 1例目（高

知市で発生）について、県市が協同して対策

に取り組んでいる姿勢を示すために、県市合

同記者会見方式を開催した。重要なメッセー

ジは知事、市長がそれぞれ発信し，細かな情

報確認については、医師である県健康福祉部

副部長と高知市保健所長が担当することが直

前に決定された。マスコミ対応者を固定化す

ることで、発信する情報の内容がぶれないよ

うにするとともに、感染者等のプライバシー

に配慮した丁寧な対応につながった。 
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５．地方自治体の RC の実態調査と行政の RC

モデルの開発 

１）行政文書等における RC/ERC の扱い 

 RC には本来、双方向的なコミュニケーショ

ンの要素が含まれているが、保健医療分野の

法令・指針等で ERC/RC を明確に定義している

事例は少数であった。「地域保健対策の推進

に関する基本的な指針」（「基本指針」）、

「令和 3年度東京都食品衛生監視指導計画」

では双方向のコミュニケーションを含意した

定義が示されていたが、「防災基本計画」で

は、教育による知識・情報の提示に重きが置

かれていた。また、「新型インフルエンザ等

対策ガイドライン」では、情報提供・共有を

RC とみなした記載であった。 

２）地方自治体の ERC に関する実態調査 

 RC/ERC の行政における制度化に向けた実

態把握と課題抽出を目的として、全国の都道

府県、保健所設置市等の保健衛生部局を対象

とした質問紙調査を企画した。ERC に関する

計画の有無やそれに基づく体制整備の状況、

他部門との連携、人材の確保・育成、専門家

の関与、首長の関与などに着目して、調査項

目を設定した。COVID-19 対応を通じて得られ

た課題、新たな取り組みについての項目も設

けた。予備調査用の調査票（分担研究報告５ 

資料）を作成し、保健衛生行政・危機管理行

政の経験が豊富で健康危機管理に関する知見

を有する専門家９名の指摘・助言を得た。計

画や指針等について、調査項目に含めた事象

（食品安全、感染症、自然災害、テロなど）

ごとに保健衛生部局内あるいは他部局などに

所管が分かれており、すべてについて保健衛

生部局として回答することは困難であること、

健康危機の発生に関する情報を迅速に検知す

る体制の整備、科学的根拠に基づいた情報提

供を行う体制の整備など、判断の補助となる

ような具体的な取組みを提示した方がよい、

といった指摘を複数の専門家から受けた。 

 

６．海外の行政機関等における RC に関する情

報収集 

１）JEE 高評価国における行政機関等の RC 対

応の整理 

「評価完了」とされた 115か国のうち、104

か国のレポートが公開されていた。日本の総

得点は 17 点で、日本よりも RC分野の総得点

が高い国は、21 か国あり、上位 3か国はアラ

ブ首長国連邦（UAE）24 点、アルメニア 23 点、

シンガポール 23 点であった。日本と同程度の

医療水準を持つ国として、オーストラリア 21

点、カナダ 21点、米国 20点を抽出した（以

上 6か国は、日本と同じく評価ツール第 1版

で評価されていた）。 

日本の優先課題である①RC 専門人材の育

成、②国と地方のステークホルダーのマッピ

ング、③噂、誤報、フェイクニュースの対処、

の 3 点について、参考となり得る各国の共通

点や取り組みは以下の通り。 

① 政府や自治体のみならず、医療従事者や

メディア、ボランティアとも連携し定期的

な研修を開催 

② 国や自治体レベルでの広報担当者リス

トの作成、宗教指導者等の影響力がある人

物についてもステークホルダーとしてマッ

ピング 

③ SNSでの噂の変化過程の分析、自国の対

処能力の定期的な評価、対象を絞ったメッ

セージの発信 

２）海外の ERC における先進的な取り組み事

例の収集 

イスラエルの主要機関で得られた参考にす

べき ERC の取り組みは下記の通り。 

① 国防軍ホームフロント司令部 

 イスラエルは長期に渡りパレスチナ自治区

ガザ地区から断続的な砲撃の対象となるなど

地政学的な状況から、市民に対する ERC が発

達していた。ホームフロント司令部の公衆衛

生準備局には、リスクコミュニケーション・

クライシスコミュニケーション課があり、さ

らに情報係、デジタル係、市民訓練係等に担
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当が分かれていた。緊急時のメッセージは多

言語に対応しておりウェブサイトやソーシャ

ルメディア（Facebook, Twitter）、YouTube

等を通じて発信している。緊急時にスポーク

スパーソンは、テレビやラジオにほぼ毎日出

演し、統一されたメッセージを発信すること

で市民の不安を払拭し信頼を得ていた。ソー

シャルメディアを監視し、誤報やフェイクニ

ュースを検知した際は公式情報と照合し対処

していた。市民の危機意識、防衛能力を高め

るために、幼稚園や学校に職員が出張し訓練

等を実施していた。 

② 危機管理庁 

NEMAは、防衛省直下の組織ではあるが、緊

急時に前線に立つ他省庁を調整、統括する役

割を担う。戦争や地震、パンデミック、サイ

バー攻撃を所管とし、平時は市民への情報配

信を、緊急時は緊急サービスに関する市民へ

の情報配信を調整するなど ERC に関連した役

割も担っている。 

③ 保健省 

 COVID-19 対応の 6つの柱として、リアルタ

イムデータ、政策から実行までの迅速な対応、

政策開発のためのイノベーション、公衆衛生

プロバイダーとの国際的なネットワーク、市

民の意識向上とエンゲージメント、ヘルスケ

アレジリエンス、を設定し ERC も含めて推進

していた。 

④ 国立救急医療サービスセンター(MDA) 

緊急医療サービスと血液センターを担う組

織で、警察や消防、国防軍と連携している。

全国に 25,000名のボランティアを有し、応急

処置等のトレーニングを実施し、ファースト

レスポンダーとしての役割が期待されている。

要救助者の写真を WhatsApp等のアプリで救

急コールセンターに状況を共有する取り組み

も行われている。誤報が疑われる場合は、情

報源を調査し確認していた。悪質な通報が続

く場合は、電話番号や SNSのアカウントから

その人物と特定し、情報をシャットダウンす

ることもできる。 

 

Ｄ．考察 

国内外の COVID-19 対応の経験・教訓を踏ま

えた ERC の機能・要素の整理を多角的に実施

した。EOC の組織機能としての ERC および RC

担当者のコンピテンシーに関する文献レビュ

ーと担当者等のヒアリングからは、ERC に求

められる要素の幅は広く、期待とニーズも高

いことが明らかになった。ダイナミックに変

化する情報環境（人工知能等を含むデジタル

化の動向）にも対応しつつ、受け手のリスク

認知や行動を把握する情報収集活動を併せて

実施することが求められる。 

エムポックス事例を通じた RCCE の実践に

向けた取り組みでは、CBO を含む関係者間の

コミュニケーションが密になるなど、信頼構

築への効果も期待される。今後の感染症への

備えとして、パートナーシップの維持が望ま

れる。 

 COVID-19 対応からは多くの教訓が得られ

た。現在は、専門家や行政担当者だけでなく、

市民も多くの情報を得られるようになってい

るが、その中でも、行政からの情報提供は大

きな意味を持つということが改めて認識され

た。 

 健康危機において、施策立案者は科学的根

拠に基づき人権の侵害を最小限とした施策を

立案し、その施策について分かりやすいメッ

セージを住民に伝える必要がある。また危機

感をあおるだけでなくリスク回避のための行

動をお願いすることや、公益性とともに患者

等のプライバシー保護の両立を目指し差別や

誹謗中傷を生まないよう心掛けることも必要

となる。また、状況に応じ対策が変わること

などについてきちんとメッセージを伝えるた

めには、メディアに伝えてほしいメッセージ

を明確にして情報発信することなどの工夫も

求められる。専門的知識を必要とする場面も

多いことから、公衆衛生上の課題についても

理解したスポークスパーソンを普段から育成

しておく必要がある。 
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 米国 CDC が提案する CERC では、6つの原則

として、最初である、正しくある、信用され

る、共感を示す、行動を促す、敬意を表す、

を挙げているが、中核市などでは、人材確保、

経験、能力向上が困難であり、このような原

則を十分に満たすことができないケースも少

なくない。実践経験豊富な外部の専門家の支

援を受けつつ、推進体制と実施訓練のあり方

を検討する必要がある。 

 大規模な健康危機対応では、施策立案の意

思決定が公衆衛生の現場（保健所）から、上

位（地方自治体の首長等）に移行する。また、

公衆衛生の立場だけでなく経済等の立場を踏

まえた総合的な見地から施策が決定される。

このため自治体の組織内での方針の調整が難

しくなり、自治体内、すなわち施策立案者と

対策実施者間での RC が必要となる。特に、自

治体の施策が実際の対応能力を超えるような

場合には、実際に対応にあたる保健所は住民

に求めに応じることができず困難と直面する。

自治体内においても施策立案者と対策実施者

の間で円滑な RC がとれるような組織風土や

仕組みを普段から構築しておくことが必要で

ある。必要性と妥当性及び持続可能性等の視

点が必要であり、対策実施者は施策立案者に

対し適宜対応状況の報告や支援の要請を行う

とともに、施策立案者（対策本部）は対応実

施者（現場）への支援や適切な方針転換等の

速やかな対応が必要となる。定期的に両者間

の協議の場を持つことも重要で、これにより

施策立案者（首長等）と対応実施者の認識の

ギャップを埋めていくことが可能となる。自

治体職員のみでは難しい点もあることから、

外部の専門家の意見を意思決定に反映する仕

組みや機会の確保も必要であろう。 

 以上の状況を踏まえても、自治体の ERC の

実態を把握することが必須であると考えられ

るが、調査の企画にあたって実施した行政文

書等のレビューからは、ERC に関する業務や

行為が共通認識をもって受け入れられていな

い可能性があることが示唆された。RC に相当

する内容は、「情報提供・共有」、「広報活

動」、「普及・啓発」など様々な用語で表現

され、計画・指針による用いられ方も異なっ

ていた。同じ「リスクコミュニケーション」

という用語でも、計画・指針により意味する

ところが異なる可能性もある。 

 また、ERC に相当する業務・行為は、食品

安全、感染症、自然災害など、自治体の所管

部局単位で実施されており、健康危機管理に

関する ERC が包括的に扱われるケースは少な

い可能性も示唆された。担当部局ごとに把握

する必要があるため、今後予定する本調査で

は、調査対象を拡大することも検討する。令

和 5年 3 月に改正された「基本指針」では、

国や都道府県、市町村だけでなく、保健所も

RC を担う機関であると明記された。ERC にお

いては、今回調査対象としている都道府県や

保健所設置市の役割が大きいが、ERC を計

画・実施する上での保健所との連携について

も把握する必要がある。 

 JEE の評価報告書のレビューでは、外部の

ステークホルダーも交えた定期的な研修の開

催や内部・外部調整が必要な際に迅速に活用

できる広報担当者リストの作成、SNSの分

析・評価等が参考となり得ると考えられた。 

日本は省庁等による縦割りの業務分担が根付

き、RC 人材育成を担う分野横断的な組織がな

いように思われる。短期間での人事異動が多

く専門的な人材を育成しにくいことも要因の

１つと考えられる。オールハザードの危機に

対応するために、分野横断的に RC を管轄する

組織や部門を常設することも検討するべきで

あろう。これにより、SNSなどの監視による、

誤情報への迅速な対応も期待される。 

 今回視察したイスラエルでは、国家レベル

の複数の機関が、先進技術も駆使し、様々な

危機に対して ERC に取り組んでいた。我が国

とは人口規模や地政学的な違いがあり直接導

入することは難しいものも多いが、住民の避

難・防衛行動を効果的に促す取り組みなどは、
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自然災害が多発する日本においても参考にな

ると考えられた。 

 

Ｅ．結論 

 国内外の COVID-19 対応の経験・教訓を踏ま

えた ERC の機能・要素の整理を多角的に実施

した。ERC に関する国や自治体のキャパシテ

ィの構築には、適切なシステムとともに、高

いコンピテンシーを有する人材が求められる。

COVID-19 の対応を通じて、対住民だけでなく、

国と自治体間、自治体内の RC の重要性も認識

された。国においては、海外の先進的な取り

組みも参考に専門性を有する ERC 体制の構築

を平時から推進することが望まれる。また、

自治体では、人材育成とともに外部の専門家

の関与などを通じた体制の強化が求められる

が、一方で、ERC の業務や行為が明確に定義

されておらず、取り組みの実態が把握できて

いない部分も多い。ERC モデルの構築に向け

て、早期に実態を把握する必要がある。 

 

Ｆ．健康危険情報 

  該当なし 

 

Ｇ．研究発表  

１．論文発表 
 特になし 
 

２．学会発表 
� 加藤美生, 小林望, 齋藤智也．感染症リ

スクコミュニケーションにおけるキャ

パシティビルディングの検討．第 36回

公衆衛生情報研究協議会総会・研究会．

オンライン．2023年 1月 27日 

� 加藤美生, 小林望, 齋藤智也．公衆衛生

上の危機に要するリスクコミュニケー

ション：緊急時対応センターの組織と人

材に関する一考察．日本災害情報学会第

26回学会．東京，ハイブリッド．2023

年 3 月 21日 

� 竹田飛鳥, 奥田博子, 齋藤智也, 冨尾淳.

リスクコミュニケーションの課題を解

決する上で日本が他国から学べること

―JEE（Joint External Evaluation：IHR

合同外部評価）から―. 第 28回日本災

害医学会総会・学術集会（盛岡）. 2023

年 3 月.  

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 
特になし 

２．実用新案登録 
特になし 

３．その他 
特になし 
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
分担研究報告書 

 
EOC におけるリスクコミュニケーション機能の検討 

 
研究分担者 齋藤智也（国立感染症研究所 感染症危機管理研究センター センター長） 

研究協力者 加藤美生（国立感染症研究所 感染症危機管理研究センター 主任研究官） 

研究協力者 小林 望 （国立感染症研究所 感染症危機管理研究センター 研究員） 

 
研究要旨： 

 健康危機緊急時対応センター（Emergency Operations Center:EOC）における緊急事態の

リスクコミュニケーション（ERC）機能を検討した。組織機能としての ERC とリスコミ担当

者の個人のコンピテンシーの両面について科学的知見を収集したところ、世界保健機関

（WHO）ガイドラインで求められている組織機能としての ERC の全項目や欧州疾病予防管理

センター（ECDC）ガイドラインで求められている個人のコンピテンシー全項目を網羅した

研究や実践は報告されていなかった。一方、国内外の ERC 実践者およびステークホルダー

のアンメットニーズを抽出したところ、前述のガイドライン項目の一部は認識されていた。

これらから、期待される機能と実態との差が明らかになった。さらに、前述のガイドライ

ンでもコミュニティエンゲージメント（CE）が RC と同等に重要な概念と捉えられていたた

め、令和 4 年 5 月から欧米を中心に流行拡大したエムポックスを事例として、RC-CE を実

践しその知見を整理した。 

 

Ａ．研究目的 

 リスクコミュニケーション（RC）は、世

界保健機関（WHO）が定める国際保健規則

(2005)（IHR(2005)）においてコア・キャパ

シティのひとつに掲げられる（齋藤, 2017）。

特に、新型コロナウイルス感染症パンデミ

ックなどの健康危機発生時の RC

（Emergency RC, 以下 ERC）については、

効果的なメッセージや媒体等について知見

が集積されガイドラインも発行されている

（WHO, 2018）。健康危機発生時には、緊急

時対応センター（Emergency Operations 

Center:EOC）が各自治体に設置されるが、

ERC の機能については報告されることは少

ない。ERC の機能を組織単位と、スポーク

スパーソンやそれを支える ERC 担当者のコ

ンピテンシーについて明らかにすることで、

体制づくりだけでなく、役務と責任範囲が

明らかになり、より効率的な ERC を実施す

ることができるだろう。そこで、本研究で

は、①EOC の組織機能としての ERC および

リスコミ担当者のコンピテンシーの抽出、

②海外の ERC 関係者への聞き取り、③ケー

ススタディとしてエムポックスの RCCE活

動を通して知見を整理することとした。 

 

Ｂ．研究方法 

１．EOC の組織機能としての ERC およびリ

スコミ担当者のコンピテンシーの抽出 

「スコーピングレビューのための報告ガ

イドライン（PRISMA-ScR）」（Tricco，2018）

に基づいて、文献レビューを実施した。学

術文献データベースにて検索語（emergency 

preparedness、communication/risk 

communication、staff 

development/capacity 

building/training/education、

competency-based education、master of 

public healthの掛け合わせ）で系統的に

文献検索を行った。検索期間は各データベ
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ースの収蔵開始年から令和4年 12月 8日ま

でとした。組入れ基準は英語、Public 

Health Emergency Operations Centers、RC、

公衆衛生上の危機を扱っているもの、除外

基準は総説や論説のほか、EOC や RC を主題

としないものとした。組織機能については

WHO の JEEツール ver3（WHO, 2022）を、個

人のコンピテンシーについては ECDC のガ

イドライン（ECDC, 2017）を参考に項目の

頻出度合いを整理した。 

   

２．ERC の関係者へのヒアリング調査 

 国内外の ERC 実践者および ERC のステー

クホルダーの一人であるメディアのリスト

を作成し、スノーボール形式で調査対象者

を探索した。ヒアリング項目は、実践者に

はコミュニケーション担当者の EOC におけ

る役務と責任範囲、就業体制、新型コロナ

時の対応にかかる教訓など、メディアには

政府や行政からの情報発信を含む RC 全般

の評価やアンメットニーズとした。 

 

３．ケーススタディ：エムポックス 

 ERC 分野では、近年コミュニティエンゲ

ージメント（Community Engagement:CE）と

呼ばれる概念が対になり、RCCE の考え方や

実践が推奨されている。ケーススタディと

して、令和 4 年 5 月に欧米を中心に感染拡

大したエムポックス（mpox）への RCCE活動

を実施し、考察した。 

 

（倫理面への配慮） 

 本研究は政策研究であり、人を対象とし

た調査等は実施していないため倫理面での

特段の配慮は必要としない。 

 

Ｃ．研究結果 

１．EOC の組織機能としての ERC およびリ

スコミ担当者のコンピテンシーの抽出 

データベース検索で得られた学術論文

439 編から重複、除外基準を照らして、48

編が抽出された。実務やその経験に基づく

報告論文は 25編、研修（演習・訓練を含む）

に関する論文は 22 編、理論に関する研究論

文は 1 編だった。研修はヨーロッパ、米国、

英国、ドイツ、中国で実施され、主に個人

のコンピテンシーを養成するために行われ

ていたが、特定のハザードではなく、オー

ルハザード型またはテロ防止の対応であっ

た。一方、実務の約半数はアフリカ地域（特

にナイジェリア）からの報告であり、感染

症（エボラ出血熱、ラッサ熱、黄熱など）

流行時に組織として実施されたリスクコミ

ュニケーション活動が多く含まれていた。

これらの研究に記載されたコンピテンシー

や組織機能項目は、ECDC ガイドラインに記

載された項目の 4～11％、JEEツールの 15

～24％に相当した。 

 

２．ERC の関係者へのヒアリング調査 

 CDC の ERC 実践者Ａ氏へのヒアリングは

令和 4 年 6月にオンライン電話会議システ

ムで行われた。EOC のリスコミ担当者に限

らず、EOC 組織内で共有するキャパシティ

として CDC が開発したクライシス・緊急事

態リスクコミュニケーション（CERC）の重

要性を強調した。日本医学ジャーナリスト

協会（7月）および英国 Medical Journalists 

Association（10月）にヒアリングを行っ

たところ、緊急時には特に専門家との密な

コミュニケーションやタイムリーな情報発

信のニーズが高かった。 

 

３．ケーススタディ：エムポックス 

欧米で初期に行われた疫学調査の結果か

ら特定コミュニティの性的ネットワークで

の感染拡大が示唆された。社会的スティグ

マおよび内的スティグマを防ぐため、当該

コミュニティに根差した団体組織

（Community-based organization:CBO）と

のコミュニケーションを開始し、関係者間

の定期的なコミュニケーンの場を設定し、
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ステークホルダーマッピングを行ったり、

当該コミュニティにおけるリスク認知を探

索したり、リスク低減のためのコミュニケ

ーション資材を共同製作・配布するなどの

CE活動を行った（添付資料①1-3）。また、

ステークホルダーの一人である行政（自治

体や保健所など）向けに RCCE ガイダンス

（添付資料②）を提供するなど、多面的に

RCCE を実践した（図 1）。 

 

 

図 1 ガイダンス「リスクコミュニケーシ  

ョンおよびコミュニティエンゲージメント

の実践－サル痘」（添付資料②） 

 

Ｄ．考察 

学術文献の系統的レビューで得られた

EOC の組織機能としての ERC およびリスコ

ミ担当者のコンピテンシー項目数は、WHO

や ECDC のガイダンスで推奨されている項

目の一部に留まったことから、現在求めら

れている ERC のキャパシティは非常に大き

いことが伺える。また、健康危機の対応者

側とメディア側の双方向から、効果的・効

率的な EOC における ERC の在り方について

幅広く意見を収集することができたが、新

型コロナウイルス感染症パンデミックを経

験し、ERCへの期待とニーズはさらに高ま

っている。特に、ダイナミックに変化する

情報環境（特にデジタル環境）に即した情

報発信には、受け手のリスク認知や行動を

把握する情報収集活動と対で実施しなけれ

ばならない。 

エムポックスの感染流行時のERCは RCCE

の概念を基に実践したところ、CBO を含む

関係者間のコミュニケーションが密になり、

今後のさらなる信頼構築に寄与するだろう。

将来の未知なる新興・再興感染症のアウト

ブレイクなど健康危機発生時に特定のコミ

ュニティとのコミュニケーションをタイム

リーに行うためには、築いたこのパートナ

ーシップの継続が望まれる。 

 

Ｅ．結論 

 リスクコミュニケーションに関するキャ

パシティを増加させるためには、適切なシ

ステム（コミュニケーションネットワーク）

だけでなく、高いコンピテンシーをもった

人材の両方が必要である。そのため、組織

機能として求められることと個人のコンピ

テンシーとして求められることの双方を同

時に養成することが望まれる。 

 

謝辞 

大阪府枚方市保健所・白井千香先生、国立

感染症研究所感染症危機管理研究センタ

ー・吉見逸郎先生、山本朋範先生をはじめ、

感染症リスクコミュニケーション円卓会議

の諸先生方のご協力を賜り感謝申し上げま
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添付資料 

① -1 患者向け啓発資材 1 セルフケア 

① -2 患者向け啓発資材２ 他の人への感

染を防ぐために 

① -3 患者向け啓発資材 3 あなたが接触者

へ知らせるときに思ったら  

② 保健所向けリスクコミュニケーション

およびコミュニティエンゲージメント

の実践－サル痘 

 

Ｆ．研究発表  

１．論文発表 
 特になし 
 
２．学会発表 
� 加藤美生, 小林望, 齋藤智也．感染症

リスクコミュニケーションにおける

キャパシティビルディングの検討．第

36回公衆衛生情報研究協議会総会・研

究会．オンライン．2023 年 1 月 27日 
� 加藤美生, 小林望, 齋藤智也．公衆衛

生上の危機に要するリスクコミュニ

ケーション：緊急時対応センターの組

織と人材に関する一考察．日本災害情

報学会第 26回学会．東京，ハイブリ

ッド．2023 年 3 月 21日 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

特になし 
２．実用新案登録 

特になし 
３．その他 

特になし 
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サル痘（MPOX）と診断された方や感染が疑われる方へ
とう

No. １

セルフケア

資料 ①-1

14











1 2022.12.06

問い合わせ先
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他の人への感染を防ぐために

No. 2

サル痘（MPOX）と診断された方や感染が疑われる方へ
とう

資料 ①-2



1 2022.12.06

問い合わせ先











•

•

•

•

•

•

あなたが接触者へ知らせるときに困ったら

No. 3

サル痘（MPOX）と診断された方や感染が疑われる方へ
とう

資料 ①-3

18



•

•

•

•

あなたへ連絡して

もよいですか。保健所はあなたの体調の確認をし、ワクチンや感染予防策のアドバイスも

伝えてくれると思います。

1 2022.12.06

問い合わせ先



資
料

 ②

20



21



22



23



24
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
分担研究報告書 

 
行政のリスクコミュニケーションの要素の整理、行政のリスク 

コミュニケーションモデルの開発 
 

研究分担者    和田耕治（国際医療福祉大学医学部公衆衛生学教授） 

 
研究要旨： 

本分担研究では、国・地方自治体で必要とされる健康危機発生時のリスクコ

ミュニケーションの機能・要素を整理し、リスト化するために、厚生労働省の

アドバイザリーボードでのリスク評価と対策の検討からの経験と、健康危機に

関するリスクコミュニケーションに必要とされる機能・要素をまとめることを

目的とした。新型コロナウイルスにおいては、当初の起源株から、比較的短時

間で、アルファ株やデルタ株が出現し、伝播性が高まり、病原性も変わるなど

などが起きた場合。そうしたなかで、感染者の特徴や死亡に関するデータを説

明しつつ、必要な対策を政治が決断する中で、多くの市民の協力が得られた。

しかし、オミクロン株になって、高齢者などへのインパクトが大きいが、一方

で、多くの市民は死亡するリスクは小さくなると、子ども達の教育や大人の仕

事の継続によって影響の方が危惧されるようになり、バランスをとった対策が

求められるようになるなど、徐々に、コミュニケーションは難しくなった。対

策の緩和についてはある程度慎重でなければ、市民を危険にさらすことになり、

後に批判や責任問題にもなり得る。医療や公衆衛生だけではなく学際的にも検

討が必要である。また市民のリーダーである政治家からの情報発信において、

科学の側からの継続したデータやそれに基づいた解釈の提供が必要である。 

 

Ａ．研究目的 

健康危機発生時には、効果的なリスクコミ

ュニケーション（RC）により住民やコミュニ

ティの予防行動を促進し、健康被害の予防と

拡大防止につなげることが重要である。 
本分担研究では、国・地方自治体で必要と

される健康危機発生時の RC の機能・要素を

整理しリスト化するために 1．厚生労働省の

アドバイザリーボードでのリスク評価と対策

の検討からの経験と、2．健康危機に関するリ

スクコミュニケーションに必要とされる機

能・要素をまとめることを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

 本分担研究では 2020 年から開催された、新

型コロナウイルスのアドバイザリーボード資

料をもとに、検討を行った。また、健康危機

に関するリスクコミュニケーションに必要と

される機能・要素について新型コロナウイル

ス対策を通しての経験からとりまとめた。 

 

（倫理面への配慮） 

 本研究は政策研究であり、人を対象とした

調査等は実施していないため倫理面での特段

の配慮は必要としない。 

 

Ｃ．研究結果と考察 

1．新型コロナウイルスアドバイザリーボード

でのリスク評価と対策の検討の経験から 

 

新型コロナウイルスのアドバイザリーボー

ドは2023年 3月末時点で第119回開催されて
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いる。筆者は 2022 年 6 月末までの第 89 回ま

での参加していた。 

アドバイザリーボードの目的は、感染状況

の評価を行うことが主目的であった。必要な

対策については提言を行うことがあった。し

かし、対策の決定をすることは政府や国によ

るとしていた。 

3 年を振り返ると、8 回の波を経験して、そ

れぞれの感染拡大の場が疫学的にも異なって

いた。疫学的特徴の違いを把握するのが、感

染者の特徴を元にしたデータであり、そのと

りまとめが研究者や厚生労働省によって行わ

れた。 

第 22 回から、直近の感染状況の評価等と、

それに基づいた必要な対策が示されるように

なった。会議において複数の専門家や厚生労

働省から示される中で「必要な対策」につい

ては、自治体や政府が行うべきことや、医療

機関や福祉施設が対応すべきことなどが示さ

れた。 

また、会議後には定例のメディアを対象に

会見が行われ、質問にすべて回答をすること

を目的として開催された。これは、メディア

を通して市民へのコミュニケーションにもつ

ながった。当初は、会見全体が NHKやネット

媒体にて生配信されるなどが行われたことも

あった。 

健康危機発生時としては、新型コロナウイ

ルスについては、従来株と比べて感染力と病

原性もやや高まったアルファ株の出現、なら

びにその後のデルタ株の出現の際が厳しい時

期であった。健康な成人でさえも、酸素を必

要とするような状態になり得た。入院ができ

ないことで自宅で亡くなるような事例も報告

された。このころは延期された東京オリンピ

ックパラリンピック 2020 大会と重なる時期

でもあった。 

市民にはデータとともに、メディアから示

される病床の逼迫の実際の病院からの影像や、

海外での報道などにより、健康危機発生時に

おいて必要な行動を選択していただけたよう

に思う。 

しかしながら、オミクロン株に変わり、病

原性がデルタ株よりも低下し、またワクチン

が得られるようになってから対策を継続する

ことや、次第に緩和していく段階においては、

様々な反対意見や批判がでるなどした。  

健康危機の状態が変わる中においてどのよ

うに対策を変更し、コミュニケーションのト

ーンを調整していくかということの判断は容

易ではない。我が国においてこれまで健康危

機での経験からは、やや楽観的な状況があっ

たとしても、対策は強めにおいている方が市

民の納得感が得られるという考えもあった。

ただ、それが長期化してくるなかで、子ども

達への教育や親の仕事への影響など生活への

悪影響が懸念されるようになりバランスをと

ることが必要となった。 

オミクロン株が主流となってからは、イン

フルエンザとの死亡者や入院が必要となる割

合の比較の検討が行われた。これも単純な比

較ができないなかで、いわゆる重症化や死亡

リスクといった病気のインパクトだけでなく、

感染の伝播性、免疫をどの程度得ているのか

などによって異なるため明確な比較は困難で

あった。 

感染拡大の場として、特に重症や死亡につ

ながるのが高齢者施設であったりするなど

徐々に感染によるインパクトが高齢者などに

大きくなるなかで、市民全体へのコミュニケ

ーションが困難になってきた。高齢者は引き

続き新型コロナウイルスに対しての警戒を保

ったが、外出や人との交流が減ったりするこ

とにもつながった。一方で、若い年代におい

ては死亡するリスクは小さくなったものの、

感染を拡げるような感染者の数では多いこと

から全体の感染者数を減らすような対応をお

願いすることになった。次第にそれも理解が

得られにくくなってきた。 

このように、健康危機においても市民全体

においてではなく、年齢などによって影響が
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異なってきた際の対応については倫理的なこ

とや学際的な検討が必要となった。また市民

のリーダーである政治家からの情報発信にお

いて、科学の側からの継続したデータやそれ

に基づいた解釈の提供が必要である。 

以上のように、新型コロナウイルスの健康

危機を例にすると、初期、慢性期、そして、

だれがどのような疾病のインパクトがあるの

かによってそのコミュニケーションのありよ

うは異なってくる。また、わからないことも

多く、想定外のことも起こりえるなかで、前

に発せられたメッセージと異なるなど混乱や

安易な対策の解除なども避けなければならな

い。市民を危険にさらすようなことになれば

後に批判や責任問題にもなり得ることから一

部に過剰とならざるを得ない対策もあるが、

市民は次第にいろいろと学びながら行動がな

されたと考えたい。 

  

2.健康危機に関するリスクコミュニケーショ

ンに必要とされる機能・要素 

～新型コロナウイルス対策を通しての経験か

ら～ 

 

1．情報発信のあり方 

状況が刻々と変わる中において、市民が知

りたいことや聞きたいことが変わる。先手を

打っての情報発信が期待されるが、国からの

情報などがない場合には、自治体単独ではな

んらかの発信が難しいとされることも多い。

しかしながら、自治体においても専門家会合

などを設置して、わかることやわからないこ

とを発信できるようにすることは将来的には

重要である。また、専門家については、日常

業務の片手間にできることではないので、専

門の支援部隊や広報やメディア対応に長けた

人材の確保も必要である。 

 

2．悲観的な際に、市民に希望を見せるメッセ

ージの必要性と難しさ 

段階や状況に応じて、楽観論と悲観論が錯

綜する。国や自治体の長のような政治のリー

ダーには難しい状況においては希望のあるメ

ッセージが期待される。しかしながら、科学

的な根拠が必ずしも伴わないことが発信され

たこともある（例えば期待される薬やワクチ

ン、ならびに長く使われているうがい薬など）。

政治家の発言に対して事務方や内部の専門家

からの否定や訂正などは難しかった。このた

め発言の内容について専門家も交えて検討し

てから行う必要がある。 

 

3．専門家の意見が追加の対策や批判につなが

る場合を想定した対応 

専門家の意見が、追加の対策の意思決定に

も影響したり、現在の対策を否定するものと

してメディアや議会などで取り上げられた場

合には、対応が求められるが、その段階では

すでに大きな声となっていたり、民意の一部

が期待していることもある。安易に実施して

みて、考えるということが提案されたり、ま

た実施をしないのになぜ不要とわかるなどの

批判も起こりえる。 

そうしたことには、早めのコミュニケーシ

ョンが必要であるが、伝えるメッセージを作

成することが時間的にも労力的にも困難であ

ったり、タイミングを逃したりすることもあ

る。こうした情報のモニタリングも新聞、テ

レビ、SNSなど多様になっている。将来的に

は定量的、定性的にモニタリングしつつ、誤

情報も含めて否定することができる組織や体

制が国において必要である。 

 

4．危機的な状況におけるコミュニケーション

と施策 

市民へ危機感を高めるような緊急事態宣言

などの効果を最大化するためには、データを

用いた説明とともに、その目的も含めて伝え

ることが必要。ただし、緊張感は長続きしな

いためできるだけ短くするようにする必要が

ある。 
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5．民意の把握（特に否定やネガティブな場合） 

 民意は無関心から否定やネガティブに傾く

状況を把握することが必要である。しかし。

どこからは対応が必要であるかの判断は容易

ではない。また、タイミングを誤るとさらな

る批判につながったりする可能性がある。か

といって、サイレントであると、それはそれ

で問題になりえる。 

 

6．自治体から伝えるということ 

 誤った情報が多くなった場合にこそ自治体

からの積極的な発信は正しい方向に持って行

くという目的としてはインパクトがある。し

かし、伝えるという努力がなければ伝わるこ

とにつながらない。伝える内容がわかりずい

らいと、伝わらない。こうした対応には習熟

が必要であり、経験値を高めていく努力が引

き続き求められる。 

 

Ｅ．結論 

 新型コロナウイルスにおけるコミュニケー

ションの事例からは多くの教訓が得られる。

幸いなことに、国際的に医学やそれぞれの状

況の情報の共有は格段に改善しており、専門

家や行政担当者だけでなく、市民も多くの情

報を得られる。そのなかでも、行政からの情

報提供は大きな意味をもつということが新型

コロナウイルス対応においては改めて認識さ

れた。 

 当然ながら市民の一部には必要な対策のメ

ッセージが届きにくかったり、反発もあった

かもしれない。しかし、データに基づいて誠

実に説明することが多くの市民への伝達なら

びに納得感を得るために重要である。対策は

データに基づいてとなるが、対策の実施の判

断には、社会への影響の観点からも政治の関

与が必須である。そのため、政治への説明も、

国や自治体レベルで行う必要があった。これ

は次の健康危機においても同様である。  

 健康危機管理の際の情報提供には、細部に

わたって検討が必要であるが、迅速である必

要でもあり、中にはうまくいかないこともあ

る。しかしそうした失敗がその後にいかされ

ると良いが、担当者が変わったりすることで、

そのノウハウは継承されない。 

平時においては、人材育成もかねて小規模

なアウトブレイク事例などにおいて経験者を

増やしていくことも重要である。 

 

Ｆ．研究発表  

１．論文発表 

和田耕治.新型コロナウイルスワクチン接種

後の日常生活はどうなるのか.内科

129:167-171,2022 

２．学会発表 

 特になし 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

特になし 

２．実用新案登録 

特になし 

３．その他 

特になし 
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
分担研究報告書 

 
地方自治体のリスクコミュニケーションの現状と課題の検討 

 
研究分担者    中里 栄介（佐賀県杵藤保健所 所長） 

 
研究要旨： 

 新型コロナウイルス感染症 COVID-19 対応においては、地方自治体と住民間、また自治

体と保健所間におけるリスクコミュニケーション RC が課題の一つに挙げられた。本研究

では RC 専門家の支援を受け、保健所長らによる健康危機事象発生時の RC の課題に関する

討論を行った。より良い RC を行うためには、地方自治体内においても普段から施策立案

者と対策実行者間で円滑な RC が図れる風土と仕組みを作っておくこととともに、住民と

円滑な RC を行うため、公衆衛生上の課題についても理解したスポークスパーソン等の人

材を育成しておく必要がある。 

 

 
Ａ．研究目的 

 新型コロナウイルス感染症（以下 COVID-

19 と記す）等の健康危機管理事象が発生し

た際、地方自治体は収集した情報や科学的

知見に基づき現状を評価し、施策を立案し

対策を実行するとともに、住民に対し適切

なリスクコミュニケーション（以下「RC」

と略す）をとることが求められる。更に

COVID-19 対策では、流行状況や医療提供体

制等地域の実情に応じて各地方自治体が施

策を立案し対策ととることが求められたこ

とから、施策立案者（ここでは県庁を指

す）と対策実施者（ここでは保健所を指

す）との間でも適切な RC をとることが強く

求められた。しかし、未知の危機事象に対

し地方自治体が住民と適切な RC をとるこ

と、膨大且つ長期に渡る業務を抱え更にフ

ェーズに応じ対策がシフトチェンジするな

かで地方自治体内において施策立案者と対

応実施者が適切な RC をとっていくことは容

易ではなかった。本研究では、RC に関する

専門家の支援のもとで施策立案者（本研究

では県庁行政医師）と対策実施責任者（保

健所長）間で COVID-19 対応における行政組

織間内及び住民との RC の課題について討論

することにより、RC に関する課題と改善の

ための必要な要素について検討する。 

 

Ｂ．研究方法 

 全国保健所長会では、地域保健総合推進

事業により、ブロックごとに保健所連携推

進会議を開催している。COVID-19 は全国各

地では様々な流行状況を辿ったが（沖縄を

除く）九州では比較的同様の傾向であった

ことから共通認識のもとで議論を行える素

地があった。そこで、令和４年度九州ブロ

ック保健所連携推進会議（主催：日本公衆

衛生協会）において、RC 専門家（厚労科

研・冨尾班員）の支援を受け、COVID-19 対

応施策立案に関与した県庁行政医師及び対

策実施の責任者である保健所長により、

COVID-19 対応における RC の課題に関する討

論と改善のための要素の抽出を行った。 

 まず RC 専門家と共に討論の論点を整理し

た。本討論では、県と住民間、地方自治体

間（県と保健所）の二つの構造において、

それぞれの課題（後述）について討論を行

うこととした。また討論会メンバーとの事

前打ち合わせにより、討論を建設的な意見

交換とすることを共通認識とした。 
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次に討論会においては、討論に先立ち研

究代表者により「COVID-19 対応の課題と教

訓を踏まえ RC の実践に向けたポイント」に

関する基調講演を行い、RC 討論に関する聴

講者（九州ブロックの保健所長）の理解促

進を図った。 

次に研究分担者が COVID-19 対応において

RC が困難であった構造上の課題や困難な要

因について提示したうえで、COVID-19 流行

状況に応じ場面を設定し討論を行った。 

（討論会メンバーは以下のとおり） 

▷基調講演講師 

国立保健医療科学院 健康危機管理研究部 

部長 冨尾 淳 

▷討論会 

国立保健医療科学院健康危機管理研究部 部

長 冨尾 淳 

国立感染症研究所感染症危機管理研究セン

ター センター長 齋藤 智也 

同クライシスコミュニケーション室 

主任研究官 加藤 美生 

高知市保健所所長 豊田 誠 

大分県福祉保健部理事兼審議監 藤内 修二 

長崎県福祉保健部感染症対策室室長 長谷川 

麻衣子 

大分県東部保健所所長 内田 勝彦 

熊本県菊池保健所所長 劔 陽子 

佐賀県佐賀中部保健所長 坂本 龍彦 

佐賀県杵藤保健所所長 中里 栄介 

              （敬称略） 

（倫理面への配慮） 

 本研究は政策研究であり、人を対象とし

た調査等は実施していないため倫理面での

特段の配慮は必要としない。 

 

Ｃ．研究結果 

 COVID-19 対応で RC が困難であった要因の

一つとして、COVID-19 対応では地域の流行

状況や医療資源等が異なることから、地方

自治体ごとに対策を立案し実行することが

求められたことが挙げられる。このことは

地方自治体における施策立案の自由度が高

く地方ごとの対策がとりやすいという利点

の一方で、それぞれの自治体が地域の住民

の特性（例：都市部では地方都市に比べ地

方自治体が住民との距離は遠いが、他方患

者の匿名性は高く差別や偏見を生みにく

い。地方都市では都市部と比べ地方自治体

は住民との距離は近いが、患者のプライバ

シー保護が難しい等）に応じ、各地域の医

療や公衆衛生体制（例：地方都市では大学

等外部の人材は少なく支援を受けにくい）

に応じた体制を整備しそれを維持していく

ことが求められた。 

このため、通常は医療（機関）が担う検査

から受診調整他膨大且つ多岐そして長期間

対策を実行していくことが求められた保健

所と施策立案者の間では、状況に応じた施

策の必要性や継続のための支援等について

自治体内での RC が困難な状況が生じた。 

これらの状況下での RC に関する構造上の

課題として、①施策立案に公衆衛生現場の

意見を反映させる場の設置、②法制度と実

態（例：入院勧告の対象と医療提供体制）

の乖離を埋めるための場の設置、③保健所

の対策遂行能力とそれを支える県の支援及

び流行状況に伴う対応方針転換のための意

思決定の場の設置、等が挙げられる。 

 また本討論では COVID-19 のフェーズを患

者少数と多数の状況に分け、県（施策立案

者）―住民間、県―保健所（対策実施責任

者）間の RC の課題について議論した。 

状況ごとの課題は以下のとおりである。 

1-A:患者少数での県―住民間の RC の課題 

  未知の感染症に対し適当なリスクを住

民に伝え適当な受診行動やリスク回避

行動に繋げること、また周囲の患者に

対し差別や偏見を持たないように広報

することの難しさ等 

1-B:患者少数での県‐保健所間の RC の課題 
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  厳格な対応が求められる中で、協力が

得られにくい一部の患者への対応に関

する県‐保健所間の共通理解等 

2-A:患者多数での県-住民間の RC の課題 

  量的に対応が困難となる状況の中で、

病床やホテル使用状況等地方自治体の

対応能力の現状（安心感と現実等）を

どのように住民に伝えていくか等 

2-B:患者多数での県-保健所間の RC の課題 

  前記 2-A状況下で住民から求められる

医療等の提供要請と現実の対応能力と

の乖離による事実上の対応の破綻とこ

れに関する住民とのコミュニケーショ

ンの困難さ、またこれによる自治体職

員の疲弊等 

 

 

Ｄ．考察 

 COVID-19 等健康危機事象への対応におい

ては、施策立案の意思決定が公衆衛生の現

場（保健所）から、上位（地方自治体の首

長等）へと移る。また行動制限等の幅広い

施策の実施には公衆衛生の立場の意見と経

済等の立場の意見が異なるため、総合的な

見地から施策が決定される。このため地方

自治体の組織内においても方針決定の調整

が難しくなり、地方自治体内、すなわち施

策立案者と対策実施者間で RC が常時図られ

ることが必要となる。 

施策立案者はエビデンスに基づき人権の

侵害を最小限とした施策を立案し、その施

策について分かりやすいメッセージを住民

に伝える必要がある。また危機感をあおる

だけでなくリスク回避のための行動をお願

いすることや、広報の際には公益性ととも

に患者等のプライバシー保護の両立を目指

し差別や誹謗中傷や風評被害等を生まない

よう心掛けること等も必要となる。行政で

は住民に安心感をもちパニックが起こらな

いように努めることは大切であるが、医療

の逼迫状況等を正確に伝え適切な受診行動

に繋げることは実際には難しい。特にパン

デミックとなるような感染症においては、

感染状況等により対策が変化（シフト）す

ることがあることから、状況に応じ対策が

変わることなどについてきちんとメッセー

ジを伝えるためには、メディアに伝えてほ

しいメッセージを明確にして情報発信する

ことなどの工夫も求められる。感染症対策

等専門的知識を必要とする場面も多いこと

から、公衆衛生上の課題についても理解し

たスポークスパーソンを普段から育成して

おく必要がある。 

また、対策を実施する保健所において

は、地方自治体が立案し広報した施策が実

際の対応能力を超えた場合には住民からの

求めに応じられないため、住民の強い要望

を受け多くの困難と直面する。そのため、

自治体内においても施策立案者と対策実施

者の間で円滑な RC がとれるような組織風土

や仕組みを普段から構築しておくことが必

要である。その際の留意点としては、対策

立案においては必要性と妥当性及び持続可

能性等の視点が必要であり、対策実施者は

施策立案者に対し適宜対応状況の報告や支

援の要請を行うとともに、施策立案者（対

策本部）においては対応実施者（現場）へ

の支援や適切な方針転換等の速やかな対応

が必要となる。また健康危機事象が発生し

た際には定期的に両者間の協議の場を持つ

ことも重要で、これにより施策立案者（首

長等）と対応実施者のリスク認識のギャッ

プを埋めていくことが可能となる。併せて

これらの実践には自治体職員のみでは難し

い点もあることから、公衆衛生等の専門家

の意見が意思決定に反映されるための仕組

みや機会の確保も必要である。 

 

Ｅ．結論 

 健康危機事象に対する RC をより良いもの

とするためには、組織内及び住民との円滑

な RC が図れる風土と仕組みを普段から作っ
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ておくことが重要であり、住民と円滑な RC

を行うため公衆衛生上の課題についても理

解したスポークスパーソン等の人材を育成

しておく必要がある。 

 

＜参考文献＞ 

1) 中里栄介、他．平成 29年度地域保健総

合推進事業（全国保健所長会協力事業）新

興再興感染症等健康危機管理推進事業報告

書 

 

Ｆ．研究発表  

１．論文発表 
 特になし 
２．学会発表 
 特になし 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 
特になし 

２．実用新案登録 
特になし 

３．その他 
特になし 
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
分担研究報告書 

 
地方自治体（中核市）のリスクコミュニケーションの現状と課題の検討 

 
研究分担者    豊田 誠（高知市保健所 所長） 

 

研究要旨： 

 全国で増加している中核市におけるリスクコミュニケーションの現状と課題を検討する

ために，大規模な結核集団感染と新型コロナ対応のリスクコミニュケーションを経験した

高知市の対応を検証した。結核集団感染でも新型コロナ対応でも中核市としてリスクコミ

ニュケーションの対応が求められた。新型コロナ対応では，事前計画に則った調整はでき

ず，準備不足のまま，最も関心が高まる最初のマスコミ対応に臨まなければならなかっ

た。これを補う人材確保の推進体制と実施訓練，ならびに実践経験豊富な外部の専門家の

支援を受ける体制確保が課題であり，そのあり方について検討が必要である。 

 

Ａ．研究目的 

 健康危機発生時の効果的なリスクコミュ

ニケーションは，自治体の規模にかかわら

ず重要であり，その能力向上が求められて

いる。一方，全国の地方自治体で中核市が

増加しており，2023 年には 62 自治体が中核

市となっている。健康危機発生時には，中

核市にもリスクコミニュケーションが求め

られるが，都道府県に比べ人材確保や対応

能力には課題があると推測される。 

 そこで，中核市発足年度に大規模な結核

集団感染のリスクコミニュケーションを経

験し，また新型コロナウイルス感染症対応

でもリスクコミニュケーションを経験した

高知市の対応を検証し，中核市におけるリ

スクコミニュケーションの現状と課題を検

討した。 

 

Ｂ．研究方法 

 高知市は 1998 年に中核市に移行し，新し

く保健所を開設した。2023 年の高知市の人

口は 32 万人で高知県人口の 48%をしめてい

る。高知市では 1999 年に中学校結核集団感

染が発生した 1）。この結核集団感染でのリ

スクコミニュケーションについて，集団感

染が探知された緊急時とそれ以降の回復期

で担当者に求められた役割や課題について

検討する。2020 年からの新型コロナウイル

ス感染症対応に関連して，高知市でもリス

クコミニュケーションの役割が求められた
２）。2020 年の第 1～3波で担当者に求めら

れた役割や課題について検討する。 

（倫理面への配慮） 

 本研究は政策研究であり、人を対象とし

た調査等は実施していないため倫理面での

特段の配慮は必要としない。 

 

Ｃ．研究結果 

 1999 年に高知市中学校で発生した結核集

団感染は，発生後 2 年目までの発病者 31

人，潜在性結核感染症者 153 人，接触者健

診対象者 717人にのぼる大規模な集団感染

であった。集団感染が探知された時点のリ

スクコミニュケーションは，本庁に窓口を

一本化して，担当者には医学的判断と行政

的判断の両面の判断ができる課長級の医師

をあてた。マスコミ対応は緊急時の 2週間

に 4 回行ったが，学校名などのプライバシ

ーに関連する部分以外は，十分に説明した

上で公表した。回復期のリスクコミニュケ

ーションは現場担当の課長補佐級の医師が

担当し，関係機関に積極的に講演を行うと
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ともに，「結核緊急事態宣言」が出されて

関心の高まったマスコミの取材に応じた。 

 2020 年の新型コロナ対応で，高知県第 1

例目は高知市で発生した。リスクコミニュ

ケーションは，県市協同して対策に取り組

んでいる姿勢を示すために，県市合同記者

会見方式とし，重要なメッセージは知事，

市長がそれぞれ発信し，細かな情報確認に

ついては，医師である県健康福祉部副部長

と高知市保健所長が担当することが，直前

に決定された。その後もマスコミ対応者を

固定化することで，発信する情報の内容が

ぶれないようにするとともに，感染者等の

プライバシーに配慮しつつ，できる限り丁

寧に対応する姿勢をこころがけた。 

 

Ｄ．考察 

 米国 CDCによるリスクコミニュケーショ

ンの 6 つの原則として，最初である，正し

くある，信用される，共感を示す，行動を

促す，敬意を表すがあげられている。この

ような原則をとることができない諸条件

が，中核市のリスクコミニュケーションの

現状と課題といえる。 

 結核集団感染の緊急時のリスクコミニュ

ケーションでは，事前に経験豊富な県庁の

担当者からアドバイスを受けマスコミ対応

資料を作成し，半年前に大規模な水害でマ

スコミ対応を経験した課長級の医師が，そ

の経験をいかして対応した。これらは偶発

的に得られた要因であり，それがなければ

新設の中核市のリスクコミニュケーション

は困難であった。一方，結核集団感染では

対応当初から結核研究所所長の支援を受け

ていたことが，提供する情報の信用を得る

上で大きかった。リスクコミニュケーショ

ンを実施するにあたって，経験豊富な外部

専門家の支援を受けることは重要だった。 

新型コロナのマスコミ対応は，準備期に

は「新型インフルエンザ等対策行動計画」

を参考に調整していたが，第 1例目が発生

してマスコミ対応が必要になると，直前に

なって県市の役割分担や担当者が決定され

た。この結果，準備不足のまま，最も関心

が高まる最初のマスコミ対応に臨まなけれ

ばならなかった。高知市保健所長は結核集

団感染でのマスコミ対応を経験しており，

それをいかして対応したが，その経験がな

ければ中核市の担当者としての役割を果た

すのは困難であった。中核市でもリスクコ

ミニュケーションの人材確保と能力向上の

推進体制が必要であり，その実施訓練のあ

り方も含めて検討が必要である。 

 

Ｅ．結論 

 高知市の結核集団感染ならびに新型コロ

ナ対応のリスクコミニュケーションを検証

し，中核市におけるリスクコミニュケーシ

ョンの現状と課題を検討した。 

 中核市ではリスクコミニュケーションの

人材確保，経験，能力向上が困難であり，

これを補う推進体制と実施訓練のあり方の

検討が必要である。また，中核市のリスク

コミニュケーションの実施においても，実

践経験豊富な外部の専門家の支援を受ける

ことは重要である。 

 

＜参考文献＞ 

1) 豊田誠，他：特集 地域保健の危機管理 

高知市における結核集団感染.公衆衛生. 

65.2001.180-184 

2) 豊田誠，他：新型コロナウイルス感染症

と健康危機管理．高知県医師会医学雑

誌.26.2021.25-33 

 

Ｆ．研究発表  

１．論文発表 
 特になし 
２．学会発表 
 特になし 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
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１．特許取得 
特になし 

２．実用新案登録 
特になし 

３．その他 
特になし 
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
分担研究報告書 

 
地方自治体のリスクコミュニケーションの実態調査と 

行政のリスクコミュニケーションモデルの開発 
 
研究分担者    奥田 博子（国立保健医療科学院 健康危機管理研究部 上席主任研究官） 

研究代表者  冨尾 淳（国立保健医療科学院 健康危機管理研究部 部長） 

 
研究要旨： 

 地方自治体における健康危機発生時のリスクコミュニケーション（ERC）の計画・体制整

備等に関する実態を把握するために、都道府県・保健所設置市等の保健衛生部局を対象と

した質問紙調査を企画し、そのための基礎資料として、法令・指針等の行政文書のレビュ

ーと実務経験の豊富な専門家を対象とした予備調査を行い、行政における ERC の扱いや実

施体制に係る留意点を把握した。ERC は計画や指針等によって異なる意味で用いられる場

合があること、必ずしも「リスクコミュニケーション」という用語が使用されずに類似の

業務・行為が規定される可能性があることが明らかになった。専門家の助言から、ERC を

包括的に所管する部局が存在することは稀であり、健康危機の個々の事象を所管する部局

単位で扱いが異なる自治体が多い可能性も示唆された。得られた知見を踏まえて調査項目

を見直し、次年度の本調査に繋げる予定である。 

 

 

Ａ．研究目的 

 健康危機発生時には、効果的なリスクコミ

ュニケーション（RC）により住民やコミュニ

ティの予防行動を促進し、健康被害の予防と

拡大防止につなげることが重要である。本研

究では、健康危機発生時の RC(Emergency 

RC(ERC))について、行政機関における ERC の

計画・実施に関するモデルの開発を最終的な

目的として、地方自治体における ERC の計

画・体制整備等に関する実態を把握するため

に、都道府県・保健所設置市等の保健衛生部

局を対象とした質問紙調査を企画した。その

ための基礎資料として、法令・指針等の行政

文書のレビューと実務経験の豊富な専門家を

対象とした予備調査を行い、行政における

ERC の扱いや実施体制に係る留意点について

整理した。 

 

Ｂ．研究方法 

１．法令・指針等のレビュー 

 行政文書等における RC/ERC の扱いについ

て、定義と実務担当者に焦点を当てて把握す

ることを目的として、特に健康危機管理に関

連する法令・指針等をレビューし整理した。 

２．地方自治体の ERC に関する実態調査 

 わが国の地方自治体の保健衛生部局におけ

る、ERC に関する計画・指針の整備、関係機

関との連携、人材確保・育成等の現状を把握

し、今後の体制整備に向けた基礎資料とする

とともに、課題を抽出することを目的として、

調査票を用いた実態調査を企画した。当初、

全国の都道府県・保健所設置市等の衛生主管

部局を対象として、質問紙調査を実施する計

画であったが、研究班での議論で、RC/ERC に

関連する用語の整理や担当部局と業務の現状

について事前に把握する必要性が認識された。

そのため、今年度は、健康危機管理の知見と

経験が豊富な自治体関係者に意見聴取の目的

で、試験的な調査票を用いた予備調査と意見
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聴取を行い、調査の実施と調査票の内容につ

いて必要な知見の整理を行った。 

（倫理面への配慮） 

 本研究は政策研究であり、人を対象とした

調査等は実施していないため倫理面での特段

の配慮は必要としない。 

 

Ｃ．研究結果 

1. 法令・指針等のレビュー 

１）行政文書等における RC/ERC の定義 

 RC の一般的な定義としては、米国 National 

Research Council（1989）の「リスクコミュ

ニケーションは、個人、グループ、組織の間

で情報や意見を交換する双方向的なプロセス

であり、リスクの性質に関する多様なメッセ

ージや、そのほかにも狭い意味でリスクに関

するものに限らず、懸念や意見、あるいはリ

スクメッセージに対する反応や、リスクマネ

ジメントのための法的・制度的対応に対する

反応を表明するメッセージを含む」がよく知

られている。また、より近年では、安全・安

心科学技術及び社会連携委員会が「リスクコ

ミュニケーションの推進方策（2014）」の中

で、「リスクのより適切なマネジメントのた

めに、社会の各層が対話・共考・協働を通じ

て、多様な情報及び見方の共有を図る活動」

と定義している。いずれの定義にも、双方向

的なコミュニケーションの要素が含まれてい

るが、保健医療分野の法令・指針等で ERC/RC

を明確に定義している事例は少数であった。

以下に該当事例を示す。 

• 「地域保健対策の推進に関する基本的な

指針」（以下、「基本指針」） 

国、都道府県及び市町村は、健康危機の
発生時に地域住民が状況を的確に認識し
た上で行動ができるよう、適切に情報を
提供し、地域住民や関係者との相互の情
報及び意見の交換(以下「リスクコミュニ
ケーション」という。)を実施するよう努
める必要がある 

• 新型インフルエンザ等対策ガイドライン

（平成２５年６月２６日 （令和４年６月

３０日一部改定） 

（見出しとして）情報提供・共有（リス
クコミュニケーション） 

• 防災基本計画 

国〔内閣府，文部科学省，国土交通省等〕
及び地方公共団体は，津波に関する想
定・予測の不確実性を踏まえ，津波発生
時に，刻々と変わる状況に臨機応変の避
難行動を住民等が取ることができるよう，
防災教育等を通じた関係主体による危機
意識の共有，いわゆるリスクコミュニケ
ーションに努め，津波想定の数値等の正
確な意味の理解の促進を図るものとする 

• 令和 3年度東京都食品衛生監視指導計画 

（見出しとして）食品安全に係る関係者
相互間の意見交換（リスクコミュニケー
ション） 

 「基本指針」、「東京都食品衛生監視指導

計画」では、上記の定義に近い双方向のコミ

ュニケーションを含意した定義が示されてい

たが、防災基本計画では、「防災教育等を通

じた関係主体による危機意識の共有」とされ

ており、教育による知識・情報の提示に重き

が置かれていた。また、新型インフルエンザ

等対策ガイドラインでは、情報提供・共有を

リスクコミュニケーションとみなした記載で

あった。 

 なお、「地域健康危機管理ガイドライン（平

成１３年３月）」には、「リスクコミュニケ

ーション」という文言を直接使用してはいな

いが、RC に関連する下記の記載がある。 

被害の拡大防止、住民の不安の解消及び
風評等による混乱の回避を図るために、
一般住民に対して、被害の状況、健康危
機の対処法や注意事項等を迅速かつ正確
に情報提供する必要がある。 
マスメディア、インターネット等を積極
的に活用し、不特定多数の住民に正確な
情報を迅速に提供するとともに、電話や
対面による相談窓口を開設し、個別相談
に対応する体制を確保することも有効で
ある。 
健康被害の拡大の防止のためには、一般
住民に対し、被害状況、基本的な対処方
法、注意事項等について普及啓発を行う
ことにより、住民一人一人による適切な
予防対策が行われる必要がある。 

２）担当者 

 RC/ERC の担当者については「新型インフル

エンザ等対策ガイドライン」に下記の記載が

ある。 

都道府県等は、新型インフルエンザ等の
発生時には、記者発表により随時住民に
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対して情報提供を実施することとなるこ
とを踏まえ、実務担当の責任者とは別に、
新型インフルエンザ等に関する広報担当
責任者の下に情報提供担当チームを置く
等、国の体制を参考に必要な体制を整備
する。（中略）リスクコミュニケーショ
ンの担当者の養成を行う等、広報体制の
強化を図る。 

 

２.地方自治体の ERC に関する実態調査 

１）予備調査票の作成（資料参照） 

① RC/ERC に関する条件設定 

 調査の主題である「健康危機に関するリス

クコミュニケーション」について、上記レビ

ューの結果、RC という用語は一般に普及しつ

つあるが、行政という文脈において RC の指す

業務・行為に関する認識が組織や部門、担当

者によって異なることが想定された。また、

RC に相当する取り組みが、「情報提供・共有」、

「広報」など別の用語（業務名・行為名）の

下で行われている場合も少なくないと考えら

れた。したがって、調査の際は RC/ERC につい

てより幅広く捉えることをねらいとして、調

査票の冒頭に「リスクコミュニケーションに

ついては、「情報提供・共有」、「広報活動」

など様々な用語が用いられるため、本調査で

は「リスクコミュニケーション（情報提供・

共有、広報活動など）」と記載します。」と、

但し書きを付した。 

② 調査項目の設定 

 RC については、統治者と当事者の間のリス

ク認知のギャップの把握やそれに応じたリス

クメッセージの作成など、コミュニケーショ

ン自体が課題としてとりあげられることが多

いが、本研究は、RC/ERC の行政における制度

化に向けた実態把握と課題抽出であるため、

計画の有無やそれに基づく体制整備の状況、

他部門との連携、人材の確保・育成、専門家

の関与、首長の関与などに着目して、調査項

目を設定した。また、COVID-19対応を通じて

得られた課題、新たな取り組みについても確

認することとした。 

③ 調査対象の設定 

 実際に RC/ERC に関わる都道府県・保健所設

置市等（指定都市、中核市、その他政令市、

特別区）の衛生主管部局（全国 157か所）を

対象とした。都道府県型保健所については、

直接 RC/ERC に関与する機会は少ないという

研究班の意見をふまえて対象には含めないこ

ととした。 

２）専門家の指摘・助言 

 都道府県、保健所設置市等の保健衛生行政

または危機管理行政に従事した経験が豊富で、

健康危機管理に関する知見を有する専門家９

名に、調査票への回答の試行を依頼するとと

もに、設問内容や構成、使用されている用語

などについて指摘・助言を得た。 

 特に、計画や指針等について、調査項目に

含めた事象（食品安全、感染症、自然災害、

テロなど）ごとに保健衛生部局内あるいは他

部局などに所管が分かれており、すべてにつ

いて保健衛生部局として回答することは困難

であること、健康危機の発生に関する情報を

迅速に検知する体制の整備、科学的根拠に基

づいた情報提供を行う体制の整備など、判断

の補助となるような具体的な取組み（事業な

ど）を提示した方がよい、といった指摘を複

数の専門家から受けた。 

 なお、今回協力が得られた専門家の所属自

治体の状況からは、下記の実態が推察された。 

• 計画・指針の策定状況は健康危機の事象

間でばらつきがあり、食品安全では多く

の自治体で策定されていること 

• ERC の担当課を指定している自治体は多

いが、担当者の指定や専門職の任用は少

ないこと 

• ERC に関する職員の研修・訓練を実施して

いる自治体は少ないこと 

• 外部の専門家が関与する体制をとってい

る自治体は少ないこと 

 また、全ての自治体で同一回答となるよう

な設問はわずかであり、ERC の整備状況につ

いて自治体間で差があることが推察された。 
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Ｄ．考察 

 健康危機管理において ERC は重要な要素で

あることはよく知られている。しかし、ERC

に中心的に関わることが期待される地方自治

体において、ERC に関する業務や行為が共通

認識をもって受け入れられていない可能性が

あることが、行政文書等のレビューや専門家

の助言などから示唆された。RC に相当する内

容は、「情報提供・共有」、「広報活動」、

「普及・啓発」など様々な用語で表現され、

計画・指針による用いられ方も異なっていた。

防災基本計画では、「津波災害対策」におい

てのみ、「リスクコミュニケーション」とい

う用語が使用されているなど、同じ計画の中

でも扱いの差がみられた。 

 「基本指針」など、双方向性を重視した本

来の RC の定義が用いられている文書がある

一方で、「新型インフルエンザ等対策ガイド

ライン」では、「情報提供・共有」という扱

いにとどまり双方向性の意図が明確でないな

ど、同じ「リスクコミュニケーション」とい

う用語でも、計画・指針により意味するとこ

ろが異なる可能性があることにも注意すべき

である。したがって、ERC に関する計画や指

針、取り組みの実態を把握するためには、よ

り具体的な業務等に言及する形で質問項目を

設定することが求められる。 

 また、ERC に相当する業務・行為は、食品

安全、感染症、自然災害など、自治体の所管

部局単位で実施されており、健康危機管理に

関する ERC が包括的に扱われるケースは少な

い可能性も示唆された。担当部局ごとに把握

する必要があるため、今後予定する本調査で

は、調査対象を拡大することも検討する。 

 令和 5年 3 月に改正された「基本指針」で

は、国や都道府県、市町村だけでなく、保健

所も RC を担う機関であると明記された。ERC

においては、今回調査対象としている都道府

県や保健所設置市の役割が大きいが、ERC を

計画・実施する上での保健所との連携につい

ては把握しておく必要があるため、質問項目

の追加・見直しを行う。 

 

Ｅ．結論 

 わが国の自治体における ERC の計画・体制

整備に関する実態を把握するために、都道府

県と保健所設置市等の保健衛生部局を対象と

した質問紙調査を企画し、そのための基礎資

料として、法令・指針等の行政文書のレビュ

ーを行い、行政における RC/ERC の扱いの現状

を把握した。RC/ERC は計画や指針等によって

異なる意味で用いられる場合があること、必

ずしも「リスクコミュニケーション」という

用語が使用されずに類似の業務・行為が規定

される可能性があることが明らかになった。 

また、予備調査上の知見ではあるが、ERC を

包括的に所管する部局が存在することは稀で

あり、健康危機の個々の事象を所管する部局

単位で扱いが異なる自治体が多いことも明ら

かになった。法改正等により国・地方の健康

危機管理のあり方の見直しが進む中で、自治

体の ERC の実態を把握する意義は大きい。事

前の調査等で得られた知見を踏まえて調査項

目を見直し、次年度早期に本調査を行う予定

である。 

 

Ｆ．研究発表  

１．論文発表 
 特になし 
２．学会発表 
 特になし 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 
特になし 

２．実用新案登録 
特になし 

３．その他 
特になし 

 

40



Ⅰ．健康危機に関するリスクコミュニケーションの体制整備について

１．整備している（実際の対応または訓練で検証した）

２．整備している（検証はしていない）

３．整備していない（準備・計画中）

４．整備していない

５．わからない

１．整備している（実際の対応または訓練で検証した）

２．整備している（検証はしていない）

３．整備していない（準備・計画中）

４．整備していない

５．わからない

１．首長・副首長

２．議員

３．事務系職員（危機管理部局）

４．事務系職員（保健衛生部局）

５．事務系職員（広報担当部局）

６．公衆衛生医師

７．保健師

８．その他の技術系職員

９．関係機関（公的）の担当者

10．関係機関（民間）の担当者

11．外部専門家

12．住民代表

13．その他

14．わからない

地方自治体（保健衛生部局）の健康危機に関する
リスクコミュニケーションの体制等の実態調査（予備調査）

問１ 貴自治体では、健康危機の発生に関する情報を迅速に検知する体制を整備していますか。

問２
貴自治体では、健康危機発生時に住民に対して科学的根拠に基づいた情報提供を行う体制を整
備していますか。

問３
貴自治体では、健康危機発生時に住民に向けたメッセージを作成するにあたり、どのような方々が
関与しますか。〔複数回答可〕

リスクコミュニケーションについては、「情報提供・共有」、「広報活動」など様々な用語が用いられる
ため、本調査では「リスクコミュニケーション（情報提供・共有、広報活動など）」と記載します。

具体的に

- 1 -

資料
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１．テレビ（地上波）

２．インターネットテレビ

３．自治体ウェブサイト

４．ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）

５．動画配信

６．メールサービス

７．その他

１．電話相談窓口・コールセンターの設置

２．メールシステム

３．ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）

４．ＡＩチャットボット

５．公開会議等の開催

６．その他

７．特に用いていない

１．整備している（実際の対応または訓練で検証した）

２．整備している（検証はしていない）

３．整備していない（準備・計画中）

４．整備していない

５．わからない

１．整備している（実際の対応または訓練で検証した）

２．整備している（検証はしていない）

３．整備していない（準備・計画中）

４．整備していない

５．わからない

問４
貴自治体では、健康危機発生時の住民への情報提供・共有の方法としてどのような手段を用いて
いますか。〔複数回答可〕

問５
貴自治体では、健康危機発生時に住民の意見を聴くためにどのような手段を用いていますか。
〔複数回答可〕

問６ 貴自治体では、健康危機発生時に住民（当事者等）と意見交換を行う体制を整備していますか。

問７ 貴自治体では、健康危機発生時に住民の行動や反応を分析・評価する体制を整備していますか。

具体的に

具体的に

- 2 -
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①  中央省庁

②  都道府県本庁（市区町村の方）

③  管内市区町村本庁（都道府県の方）

④  管内保健所

⑤  危機管理担当部局

⑥  広報担当部局

⑦  警察

⑧  消防

⑨  医療機関

⑩  医師会・歯科医師会・薬剤師会

※「健康危機発生時の対策本部」・・・災害時の保健医療福祉調整本部、新型コロナウイルス感染症の対策本部など

１.含まれている（実際の対応または訓練で検証した）

２.含まれている（検証していない）

３.含まれていない（含む方向で準備・計画中）

４.含まれていない

５.わからない

わ
か
ら
な
い

問８
健康危機に関するリスクコミュニケーション（情報提供・共有、広報活動など）について、以下に挙げ
る行政機関・部局・関係機関等との連携体制を構築していますか。〔各１つに回答〕

構
築
し
て
い
る
（

実
際
の
対
応

ま
た
は
訓
練
で
検
証
し
た
）

構
築
し
て
い
る

（

検
証
は
し
て
い
な
い
）

構
築
し
て
い
な
い

（

準
備
・
計
画
中
）

構
築
し
て
い
な
い

1 2 3 4

1 2 3

1

5

4 5

5

4

2 3 4

5

5

1 2 3 4

1 2 3

問９
貴自治体では、「健康危機発生時の対策本部※」の役割としてリスクコミュニケーション（情報提供・
共有、広報活動など）が含まれていますか。

1 2

4 5

3 4 5

1 2 3

1 2 3 4

5

4 5

1 2 3 4 5

1 2 3

- 3 -
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Ⅱ．リスクコミュニケーションの計画・指針等について

※感染症予防計画や地域防災計画等の包括的な計画・指針の一部に記載がある場合も含みます。

①  食品安全・食中毒

②  医薬品等

③  飲料水

④  感染症（新型インフルエンザ等感染症と新型コロナウイルス感染症を除く）

⑤  新型インフルエンザ等感染症（新型コロナウイルス感染症を含む）

⑥  自然災害

⑦  放射線・原子力災害

⑧  テロ・武力攻撃

⑨  あらゆる健康危機事象（原因は問わない）

⑩  その他

問10①～⑩のいずれか１つ以上で「１.」または「２.」策定していると回答された方にお聞きします

※複数の計画・指針がある場合は、いずれかに記載があれば該当ありとしてください。

１.リスクコミュニケーションの定義

２.都道府県・市町村との連携

３.部局間の連携

４.関係機関との連携

５.情報収集の方法

６.住民の行動や反応を分析・評価

７.情報提供・公開の方針

８.情報提供・公開の方法（使用するメディアなど）

９.メッセージの作成（想定文書など）

10.リスクコミュニケーションの効果検証

1 2

5 63

策
定
し
て
い
な
い

わ
か
ら
な
い

1 2

策
定
し
て
い
る

（

保
健
衛
生
部
局
で
策
定
）

策
定
し
て
い
る

（

他
部
局
で
策
定
）

策
定
準
備
・
計
画
中

（

保
健
衛
生
部
局
に
て
）

問10
貴自治体または保健衛生部局では、以下に挙げる健康危機に関するリスクコミュニケーション（情報
提供・共有、広報活動など）について計画・指針を策定していますか。〔各１つに回答〕

5

5 6

1 2 3 5 6

3

5

6

1 2 3 5 6

1 2 3

5

6

1 2 3 5 6

1 2 3

6

1 2 3 5 64

1 2 3

1 2 3 54 6

策
定
準
備
・
計
画
中

（

他
部
局
に
て
）

4

4

4

4

4

4

4

4

問10－１ 策定済みの計画・指針には、下記の項目について記載がありますか。〔複数回答可〕

具体的に

- 4 -
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問10①～⑩のすべてで「５.策定していない」と回答された方にお聞きします

１．策定の必要がない

２．策定の優先順位が低い

３．策定の予算がない

４．策定の参考とすべき資料がない

５．策定を支援する助言者・有識者がいない

６．その他

Ⅲ. リスクコミュニケーションに関する人材確保・育成について

１．指定している

２．指定していない（他部局で指定している）

３．指定していない

１．指定している（１名）

２．指定している（２名）

３．指定している（３名以上）

４．指定されていない

１．任用している

２．任用していない（準備・計画中）

３．任用していない

問11
健康危機に関するリスクコミュニケーション（情報提供・共有、広報活動など）を担当する保健衛生部
局の担当課を指定していますか。

問10－２
計画・指針を策定していない（または既存の計画・指針にリスクコミュニケーションの記載が含まれ
ていない）理由を教えてください。〔複数回答可〕

問12
健康危機に関するリスクコミュニケーション（情報提供・共有、広報活動など）を担当する保健衛生部
局の担当職員を指定していますか。

問13
健康危機に関するリスクコミュニケーション（情報提供・共有、広報活動など）の担当者として専門職
（コミュニケーションや危機管理のスキルまたは資格を有する職員）を任用していますか。

具体的に

担当課の名称をご記入ください

担当者の職名（例：健康福祉局総務課長、福祉保健部保健政策課長など）を最大３名分ご記入ください

- 5 -
45



１．定期的に実施している

２．必要に応じて実施している

３．実施していない（実施予定・計画中）

４．実施していない（未定）

問14で 「１．定期的に実施している」「２．必要に応じて実施している」 と回答された方にお聞きします

１．リスクコミュニケーションを含む危機管理全般

２．広報・コミュニケーション全般

３．ヘルスコミュニケーション（保健医療に関するコミュニケーション全般）

４．リスクコミュニケーション

５．メディア対応

６．その他

Ⅳ. 外部の専門家の関与について

１．関与する体制になっている

２．必要に応じて関与する体制になっている

３．基本的に関与しない

４．未検討

５．わからない

問15で 「１．関与する体制になっている」「２．必要に応じて関与する体制になっている」 と回答された方にお聞きします

１．公衆衛生（疫学・統計学を含む）

２．臨床医学

３．危機管理

４．広報・コミュニケーション

５．その他

問15で 「１．関与する体制になっている」「２．必要に応じて関与する体制になっている」 と回答された方にお聞きします

１．健康リスクに関する科学的知見の提供

２．メッセージ・記者発表資料等の作成

３．記者発表への同席・説明

４．住民の行動・反応の分析・評価

５．その他

問14
健康危機に関するリスクコミュニケーション（情報提供・共有、広報活動など）について職員の研修・
訓練を実施していますか。

問14－１ どのようなテーマの研修・訓練を実施していますか。〔複数回答可〕

問15－２ どのような内容について外部の専門家が関与しますか。〔複数回答可〕

問15
健康危機に関するリスクコミュニケーション（情報提供・共有、広報活動など）の実施にあたって、外
部の専門家が関与する体制になっていますか。

問15－１ どのような分野の専門家が関与しますか。〔複数回答可〕

具体的に

具体的に

具体的に
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Ⅴ. メディア対応について

１．はい

２．いいえ（計画・準備中）

３．いいえ

４．わからない

問16で 「１．はい」 と回答された方にお聞きします

１．自治体全体として定めている

２．保健衛生部局として定めている

３．その他

１．指定している（１名）

２．指定している（２名）

３．指定している（３名以上）

４．指定されていない

１．はい

２．いいえ

３．わからない

１．はい

２．いいえ

３．わからない

問16 健康危機に関するメディア対応に関する方針を定めていますか。

問16－１ 方針はどのような形で定めていますか。〔複数回答可〕

問17 健康危機に関するメディア対応を担当する保健衛生部局の担当職員を指定していますか。

問18
健康危機発生時に保健衛生部局として記者発表を行う基準（危機の種類や被害の程度など）を定
めていますか。

問19
健康危機発生時に首長が記者発表を行う基準（危機の種類や被害の程度など）を定めています
か。

具体的に

担当職員の職位を最大３名分ご記入ください
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①

②

③

④

⑤

Ⅵ. 新型コロナウイルス感染症に関連したリスクコミュニケーションについて

１．指定していた

２．指定していなかった

１．広報誌

２．テレビ（地上波）

３．インターネットテレビ

４．地元ケーブルテレビ・ラジオ

５．自治体ウェブサイト上のテキスト・画像

６．メールサービス

７．動画配信

８．ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）

９．その他

１．電話相談窓口・コールセンターの設置

２．メールサービス

３．ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）

４．ＡＩチャットボット

５．会議等の開催

６．来所・面接などによる個別コミュニケーション

７．その他

８．特になし

問20
以下の項目について、保健衛生部局として住民への「情報提供」および「記者発表」を行いますか。
〔ＡＢとも①～⑤について各１つに回答〕

Ａ情報提供 Ｂ記者発表

行
　
う

必
要
に
応
じ
て
行
う

行
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

行
　
う

必
要
に
応
じ
て
行
う

行
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

 管内で大規模地震（最大震度６強）が発生し、被災者が多数発生した 1 2 3 4 1 2 3 4

 管内の医療機関でエボラ出血熱の患者が確認された 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 管内の小学校で児童30名が原因不明の体調不良により救急搬送された 1 2 3

 管内の路上で放射性物質移送車両の事故があり、放射性物質が漏洩した 1 2 3

1 2 3

4

4 1 2 3 4

4

4

問21
リスクコミュニケーション（情報提供・共有、広報活動など）を担当する保健衛生部局の担当課を指
定していましたか。

問22
保健衛生部局による住民向けの情報提供にあたり、どのような手段を用いましたか。
〔複数回答可〕

4 1 2 3 管内で集団食中毒が発生した

問23 保健衛生部局として住民からの意見を聴くためにどのような手段を用いましたか。〔複数回答可〕

担当課の名称を最大３つまでご記入ください

具体的に

具体的に
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１．基本的に首長が行った

２．必要に応じて首長が行った

３．首長は行っていない

問24で 「１．基本的に首長が行った」 「２．必要に応じて首長が行った」と回答された方にお聞きします

１．基本的に同席した

２．必要に応じて同席した

３．同席しなかった

問24－１で 「１．基本的に同席した」 「２．必要に応じて同席した」と回答された方にお聞きします

１．首長・副首長

２．議員

３．事務系職員（危機管理部局）

４．事務系職員（保健衛生部局）

５．事務系職員（広報担当部局）

６．公衆衛生医師

７．保健師

８．その他の技術系職員

９．関係機関（公的）の担当者

10．関係機関（民間）の担当者

11．外部専門家

12．住民代表

13．不明

14．その他

問24 新型コロナウイルス感染症について、首長が記者発表を行いましたか。

問24－１ 首長が記者発表を行う際に保健衛生部局職員の同席はありましたか。

問24－２ 同席者の具体的な職種についてご記入ください。〔文字記入〕

問25
首長が行う記者会見のメッセージの作成にあたってどのような方々が関与しましたか。
〔複数回答可〕

問26
新型コロナウイルス感染症のリスクコミュニケーション（情報提供・共有、広報活動など）における、貴
自治体の組織・体制上の課題についてご記入ください。〔文字記入〕

問27
新型コロナウイルス感染症の経験をふまえて、リスクコミュニケーション（情報提供・共有、広報活動
など）について、貴自治体において新たに実施した・実施に向けて計画中の取り組みがありましたら
ご記入ください。〔文字記入〕

具体的に
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Ⅶ. 本アンケート調査について

本アンケート調査にご協力いただきありがとうございました。

１．可

２．否

　アンケート調査の改善に向けて、対面またはオンラインにてヒアリングをさせていただきたく考えております。
　５月中のヒアリングの可否についてご回答いただけますと幸いです。

質問は以上で終了です。ご協力いただき誠にありがとうございました。

　本アンケート調査についてお気づきの点（内容、構成、分量など）などありましたらご指摘いただけますと
　幸いです。〔文字記入〕

ご連絡先のメールアドレスをご記入ください

- 10 -
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
分担研究報告書 

 
海外の行政機関等におけるリスクコミュニケーションに関する情報収集 

 
研究分担者    竹田 飛鳥（国立保健医療科学院・健康危機管理研究部・研究員） 

研究代表者  冨尾 淳（国立保健医療科学院・健康危機管理研究部・部長） 
 
研究要旨： 
 健康危機への基本的な対応能力を評価するひとつの取り組みである IHR 合同評価

（Joint External Evaluation: JEE）で、日本はリスクコミュニケーション（RC）分野

の評価が最も低かった。日本の RC 課題として①RC 専門人材の育成、②国と地方のステ

ークホルダーのマッピング、③噂、誤報、フェイクニュースの対処が指摘されていた。

JEE で高評価を得た国や先進的な取り組みを実施している国を対象に、緊急時の RC
（Emergency RC: ERC）の体制や実態について、文献・現地視察により調査を行った。

システム構築から、内部・外部関係者との調整、市民への情報発信、SNS の監視・フェ

イクニュース等の対処等、日本が今後参考に出来得る様々な取り組みが実施されていた。

日本の RC 課題を踏まえて、外部のステークホルダーも交えた定期的な研修の開催や内

部・外部調整が必要な際に迅速に活用できる広報担当者リストの作成、持続的な SNS の

分析・評価等が参考となり得ると考えられた。 
 
Ａ．研究目的 
 国際保健規則(IHR )において、リスクコミ

ュニケーション（RC）は健康危機への基本

的な対応能力（コア・キャパシティ）のひと

つとなっており、その開発と対応が各国に求

められている。IHR 合同評価（Joint 
External Evaluation: JEE）は、IHR の対

応能力を、各国政府と外部の専門家が合同で

評価し、改善すべき課題を明らかにする取り

組みである。日本が 2018年 3月に評価を受

けた 19 分野のうち、RC は最も評価の低い

分野であった（図１）。（P1:国内の法令・

政策および資金、P2:IHR の調整・連絡およ

びアドボカシー、P3:薬剤耐性、P4:人獣共
通感染症、P5:食品安全、P6:バイオセーフ

ティとバイオセキュリティ、P7:予防接種、

D1:国内検査システム、D2:リアルタイムサ

ーベイランス、D3:報告、D4:要員育成、R1:
準備態勢、R2:緊急時対応活動、R3:公衆衛
生当局と治安当局の連携、R4:危機対応医薬

品等と要員展開、R5:リスクコミュニケーシ

ョン、PoE:入域地点、CE:化学物質による事

案、RE:核・放射線による緊急事態） 
 
図１ 日本が JEE で評価を受けた 19 分野

の達成度 

 
JEE の枠組みで評価する際には、評価ツ

ール（Joint external evaluation tool: 
International Health Regulations (2005)）
が利用され、現時点で 2022年 6月に発行さ

れた第 3版が最新である。日本が受けた評

価の際には、第 1版が利用され、RC 分野は

5 つの指標で評価された（表１）。 
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表１ JEE のリスクコミュニケーション分

野における 5 つの指標（評価ツール第１

版） 

 
5 つの指標には詳細な技術的質問が設けら

れており、指標の達成度をはかる目安となっ

ている。評価ツール第 1版 RC 分野の技術的

質問数は、R5.1 は 14 つ、R5.2 は 13 つ、

R5.3 は 12 つ、R5.4 は 12 つ、R5.5 は 7 つ

であった。一方で、WHO が公表している各

国評価レポートでは、技術的な質問に対応す

る評価コメントの整理はされておらず、5 つ

の指標に対応する評価コメントが羅列されて

いるのみであった。日本は RC 分野で優先す

べき課題として、①RC 専門人材の育成、②

国と地方のステークホルダーのマッピング、

③噂、誤報、フェイクニュースの対処、の 3
点が指摘された。 

健康危機発生時の RC（Emergency RC: 
ERC）を効果的に行うことは、特に新型コ

ロナウイルス感染症（COVID-19）流行初期

の行政対応で、重要なキーワードとなってい

た。しかしながら、体制構築や地域住民との

関与について、十分な経験や知識・技術を持

ち合わせている人材を確保している自治体は

多くはないと考えられる。一方で、海外では

政府、自治体の指示系統を含む体制や役割が

明確で、実際の対応や訓練を通して ERC に

必要な要素を蓄積している国もある。 

そこで本研究では、以下の目的を設定し、

調査等を行った。 
l JEE の RC 関連指標で高評価を得た国

の ERC の体制・実態等について文献調

査を行い、日本が参考にできる情報を

収集し、整理すること 
l 海外の行政機関等における効果的な

ERC手法について、先進的な取り組み

事例を収集すること 
 
Ｂ．研究方法 
１． JEE 高評価国における行政機関等の

RC 対応の整理 
JEEウェブサイト

（https://extranet.who.int/sph/index.php/je
e）において、2022年 10月 14 日時点にお

ける国別の JEE 評価 進捗状況（未評価、進

行中、評価完了）を調査し、進捗状況が「評

価完了」である 115 か国（日本を含む）を

対象とした。各国評価レポートから RC 分野

5 指標 5段階の各指標の得点と、それらを合

計した総得点（25点満点）を算出し、日本

よりも総得点が高い国の評価年、評価ツール

の版数（第 1-3版）を含めて、リスト化し

た。総合点の高い上位 3 か国と、総得点が

日本よりも高い国のなかで、日本と同程度ま

たはそれ以上の医療水準を持つ国を 3 か国

抽出した。それらの国の評価レポートで「強

み」として指摘された評価コメントから、評

価ツール第 1版の RC 分野各指標「技術に関

する質問」に対して、回答となり得る各国の

評価コメントを当てはめ、整理をした。さら

に、日本の RC優先課題の解決に向けて、上

位３か国の参考となり得る各国の共通点や取

り組みを抽出した。 
２． 海外の ERC における先進的な取り組

み事例の収集 
イスラエルの行政機関等である１)国防軍

ホームフロント司令部（Defense Forces 
Home Front Command）、２)危機管理庁

（National Emergency Management 
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Authority）、３) 保健省（Ministry of 
Health）、４)国立救急医療サービスセンタ

ー（Megen David Adom in Israel）の ERC
を含む健康危機管理体制について、現地の視

察を行うとともに、担当者と情報共有・意見

交換を実施した。各機関から得られた ERC
関連の情報を、日本と異なる点、注目された

点等として整理した。 
 
Ｃ．研究結果 
１． JEE 高評価国における行政機関等の

RC 対応の整理 
JEE 評価が「評価完了」である 115 か国

のうち、評価レポートが公表されていたの 
は、104 か国であった。日本の総得点は 17
点で、日本よりも RC 分野の総得点が高い国

は、21 か国存在した（表２）。上位 3 か国 
はアラブ首長国連邦（UAE）24点、アルメ

ニア 23点、シンガポール 23点であった。 
 

また、日本と同程度またはそれ以上の医療水

準を持つ国として、オーストラリア 21点、

カナダ 21点、米国 20点を抽出した。高評

価を得ていた国は、欧米等の高所得国のみな

らず、アジアやアフリカ等の中所得国も含ま

れた。高評価の国は、2018年 3月実施され

た日本よりも前の時期に評価が実施されてい

ることが多かった。上位 3 か国とオースト

ラリア、カナダ、米国は、日本と同様の評価

ツール第 1版で評価されていた。高評価の

国のなかで、評価ツール第 2版が利用され

た国は、マレーシア、ブルネイ・ダルサラー

ム、パラオのみ、第 3版を利用して評価さ

れた国はなかった。 
「強み」として評価されたコメントから評

価ツール第 1版の RC 分野各指標の「技術に

関する質問」に対して、回答となり得るコメ

ントを資料１（上位 3 か国）、資料２（米

国、カナダ、オーストラリア）に整理した。

表２ JEE の RC 分野で総得点が高い国と日本の比較 
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表３ JEE で指摘された日本のリスクコミュニケーション優先課題の参考となり得る上位３か国 
の共通点や取り組み 
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各国の評価コメントからすべての国で回答

が当てはまる可能性があった質問は、R5.1.1
（計画）、R5.2.2（内部調整）、R.5.5.1
（噂、誤解の監視・対応）であった。これら

の国は、国内の対策計画に RC のための機能

として、役割と責任が盛り込まれていたり、

国と対策実施機関とのコミュニケーションを

調整する枠組みが設定されていたり、噂や誤

報を監視し、これに対応するためのコミュニ

ケーション機能を有していた。 
日本の優先課題①RC 専門人材の育成、②

国と地方のステークホルダーのマッピング、

③噂、誤報、フェイクニュースの対処、の 3
点に対して、上位 3 か国の評価レポートで

「強み」として評価されたコメントから、日

本の RC優先課題の解決に向けて、参考とな

り得る各国の共通点や取り組みを表３に整理

した。①人材育成では、高評価国は定期的な

研修を開催し、その対象者は政府や自治体の

みならず、医療従事者やメディア、ボランテ

ィアと連携していた。②ステークホルダーの

マッピングでは、国や自治体レベルで広報担

当者リストを作成したり、ステークホルダー

に宗教指導者等の影響力がある人物を配置し

たりしていた。③噂、誤報、フェイクニュー

スの対処では、SNS で噂の変化過程を分析

したり、自国の対処能力を定期的に評価した

り、対象を絞ったメッセージを発信してい

た。 
２． 海外の ERC における先進的な取り組

み事例の収集 
イスラエルの以下の行政機関等における

ERC の日本と異なる点、注目された点等の

結果を示す。 
１) 国防軍ホームフロント司令部（Defense 

Forces Home Front Command） 
イスラエルは長期に渡り、パレスチナ自治

区ガザ地区から断続的な砲撃の対象となって

おり、それに伴い市民に対する ERC が発達

していた。国防軍ホームフロント司令部の公

衆衛生準備局には、リスクコミュニケーショ

ン・クライシスコミュニケーション課があ

り、さらに情報係、デジタル係、市民訓練係

等に担当が分かれていた。緊急時のメッセー

ジは多言語で対応し、ウェブサイトやソーシ

ャルメディア（Facebook, Twitter）、You 
Tube 等を通じて発信をしている。緊急時に

スポークスマンは、テレビやラジオにほぼ毎

日出演し、統一されたメッセージを発信する

ことで市民の不安を払拭し、信頼を得てい

た。また、コールセンターを設置して担当者

が市民と直接対話をすることで、市民の問い

合わせに対応していた。ソーシャルメディア

を監視し、誤報やフェイクニュースを見つけ

た場合は、公式情報と照らし合わせて対処を

行っていた。市民の危機意識、セルフディフ

ェンス能力を高めるために、幼稚園や学校に

職員が出張し、幼少期から ERC について訓

練を実施していた。 
２) 危機管理庁（National Emergency 

Management Authority: NEMA） 
NEMA は、防衛省直下の組織ではある

が、緊急時に前線に立つ他省庁を調整、統括

する役割がある。イスラエルの省庁は各組織

で個別に緊急時対応センター（EOC）を設

置しているが、組織間の調整が必要なとき

は、NEMA が介入していた。一方で、他省

庁の個別案件に関わったり、指示をしたりす

ることはなく、他組織からリエゾン派遣もな

い特殊な立ち位置の組織であった。NEMA
が担当するシナリオは、戦争や地震、パンデ

ミック、サイバーアタックである。平時は市

民への情報配信を調整したり、緊急時は緊急

サービスに関する市民への情報配信を調整し

たりと、ERC に関連した役割も担ってい

た。 
３) 保健省（Ministry of Health: MOH） 

イスラエルの COVID-19 対応の課題とし

て、平時のヘルスケアサービス、クイックレ

スポンス、ICUベッドや検査のサージキャ

パシティ等が生じていた。そこで、COVID-
19 対応の 6 つの柱として、①リアルタイム
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データ、②政策から実行までの迅速な対応、

③政策開発のためのイノベーション、④公衆

衛生プロバイダーとの国際的なネットワー

ク、⑤市民の意識向上とエンゲージメント、

⑥ヘルスケアレジリエンス、を設定し ERC
も含めて推進をしていた。疫学調査は i-
CDC（イスラエル疾病管理センター）が担

っていた（i-CDC は、感染症のみならず、

癌等の慢性疾患も担当していた。）。

COVID-19 対応からのベネフィットは、在

宅診療や在宅療養、遠隔診療が推進されたこ

とや、EOC のオンゴーイングトレーニング

を実施できたことであった。また、デジタル

ヘルスの推進により、MOH が患者のカルテ

を含むデータを一括管理し、病院やクリニッ

ク等でこのデータにアクセスすることができ

る。少数の医療機関でカルテを手書きしてい

るところはあるが、データ登録は電子媒体上

で行われており、保健医療データの分析がし

やすい環境にあった。 
４) 国立救急医療サービスセンター

（Megen David Adom in Israel: 
MDA） 

イスラエルの MDA は、緊急医療サービス

と血液センターを担う組織で、警察や消防、

国防軍と連携している。全国に 25,000名の

ボランティアを配置し、応急処置等のトレー

ニングを実施し、ファーストレスポンダーと

しての役割が期待されている。ボランティア

が要救助者の写真を撮り、What’s up 等のア

プリで救急コールセンターに状況を共有する

こともできる。市民からの通報で誤報が疑わ

れるようであれば、その情報源を調査して確

かめていた。もし、悪質な通報が続く場合

は、電話番号や SNS アカウントからその人

物と特定し、情報をシャットダウンすること

ができる。 
 
Ｄ．考察 
 海外の行政機関等から RC に関する情報収

集を行ったところ、システム構築から、内

部・外部関係者との調整、市民への情報発

信、SNS の監視・フェイクニュース等の対

処等、様々な取り組みが実施されていた。今

回調査を行った JEE の各国評価レポート

は、本来は多国間の比較をする目的で作成さ

れたものではないが、高評価国の評価レポー

トを重点的にレビューすることで、効率的に

良い取組みを抽出することができた。日本が

指摘された RC 課題の一つ目である RC 専門

人材の育成については、高評価国は年に数回

の定期的な RC 研修を開催し、参加者は主催

の政府のみならず、調整が必要なパートナー

を交えて実施していた。高評価国は、緊急事

態またはコミュニケーションを司る省庁を常

設し、人材育成を担っていた。日本は省庁に

よる縦割りの業務分担が根付き、RC 人材育

成を担う分野横断的な組織がないように思わ

れる。今後、感染症危機管理統括庁が内閣官

房に新設されるが、対応は感染症に限られ

る。オールハザードの危機に対応するために

は、RC を管轄する組織を常設して、人材、

財源を投資する必要があるだろう。日本が指

摘された RC 課題の二つ目である国と地方の

ステークホルダーのマッピングについては、

高評価国は広報担当者のリストを作成するこ

とで、組織間の情報共有がし易い環境を整備

していた。取り組みを抽出した、高評価国で

あった UAE、アルメニア、シンガポール

は、人口規模が 1,000万人以下で比較的小

さく、地域や地方自治体レベルのステークホ

ルダーを把握し易いと思われた。日本の政府

や地方自治体は短期間の人事異動が多いた

め、専属人材または組織固定の連絡先を登録

等が有用だろう。日本が指摘された RC 課題

の三つ目である噂、誤報、フェイクニュース

対処については、高評価国は幅広い年代をカ

バーするメディア、SNS を活用していた。

迅速な SNS 分析により、噂の追跡や対象を

絞ったメッセージを発信、定期的な対処能力

の評価を実施していた。高評価国は、フェイ

クニュース等の対処における役割を明確化す
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ることで、初動が迅速で持続的なコミュニケ

ーションを達成していた。日本は政府、地方

自治体で分野横断的な RC 対処の役割や責任

を明確にしていく必要があるだろう。JEE
の各国評価レポートの総得点を利用した限界

として、各国を評価した審査員は異なるこ

と、公表済みの各国評価レポートは、評価ツ

ール第 1版と第 2版により評価されたもの

が混同していること（ただし、RC 分野は大

きな変更点なし）等が考えられた。 
イスラエルの行政機関等の現地視察、意見

交換を行った結果、イスラエルの ERC の特

徴として、政府・防衛軍と市民との距離感近

いことや、砲撃対応の成果として多くの市民

の信頼を獲得ていること、市民を巻き込んだ

研修を実施していること等があった。ただ

し、イスラエルは砲撃の脅威に常に晒されて

いることや、人口規模が小さく比較的小回り

が利く政策を打ち出しやすい等、日本と公衆

衛生の背景も大きく異なるので、対応を参考

にする際は考慮する必要があるだろう。 
日本は COVID-19流行初期の行政対応

で、国と地方自治体、市民とのコミュニケー

ションの課題を指摘されていた。本研究結果

が今後の RC の課題解決、ERCモデル案の

作成に向けて検討を行う基礎資料となること

を期待したい。 
 
Ｅ．結論 
海外の行政機関等から RC に関する情報収

集を行ったところ、システム構築から、内

部・外部関係者との調整、市民への情報発

信、SNS の監視・フェイクニュース等の対

処等、様々な取り組みが実施されていた。 

日本の RC 課題を踏まえて、外部のステーク

ホルダーも交えた定期的な研修の開催や内

部・外部調整が必要な際に迅速に活用できる

広報担当者リストの作成、SNS の分析・評

価等が参考となり得ると考えられた。 
 
Ｆ．研究発表  
１．論文発表 
 特になし 
２．学会発表 
• 竹田飛鳥, 奥田博子, 齋藤智也, 冨尾淳.

リスクコミュニケーションの課題を解

決する上で日本が他国から学べること

―JEE（Joint External Evaluation：
IHR 合同外部評価）から―. 第 28回日

本災害医学会総会・学術集会（盛岡）. 
2023年 3月.  

 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
１．特許取得 

特になし 
２．実用新案登録 

特になし 
３．その他 

特になし 
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各指標の技術に関する質問 UAE アルメニア シンガポール 
R.5.1 リスクコミュニケーション・システム  
1. 国内の対策計画には RC
のための機能があるか。 

• RC 機能は、危機管
理庁（NCEMA）の
メディア・広報緊急⽀
援計画、保健予防
省（MHP）のメディ
ア対応計画、および
地⽅の保健当局に
存在する。 

• 国、地域、地⽅レベ
ルで責任を持って中
⼼的な役割を果たす
緊急対応計画に、
RC システムに関する
規定が含まれる。 

• 保健省（MOH）は、
政府全体の危機管理
体制に統合された、
RC に関する完全に運
⽤可能なシステムがあ
る。 

2. 緊急時に必要となる公的
情報に⾮公式に対応するコミュ
ニケーション担当の⼈員または
政府部⾨が存在するか。 

• 緊急時に RC を専⾨
に担当するのは、常
勤スタッフおよび緊急
時配備スタッフであ
る。 

（すべての政府機関に
おいてホットラインが機
能している。） 
（国と地域の両レベル
で 911 コールラインが
⼗分に機能している） 

• ⾼度な訓練と経験を
積んだコミュニケーショ
ンの専⾨家チームが、
平時と緊急時のコミュ
ニケーションを管理して
いる。 

3. 緊急時に RC に専念する
常勤スタッフまたは緊急時配備
スタッフがいるか。 

（再掲）緊急時に RC
を 専 ⾨ に 担 当 す る の
は、常勤スタッフおよび
緊急時配備スタッフであ
る。 

― 

（再掲） ⾼度な訓練
と経験を積んだコミュニ
ケーションの専⾨家チー
ムが、平時と緊急時の
コミュニケーションを管理
している。 

4. RC スタッフの役割および責
任は、対策計画の中で⾔及さ
れているか。 

• 政府機関、⾮営利
団体、⺠間企業な
ど、役割と責任を明
確にした複数のステー
クホルダーが、メディ
ア・広報緊急⽀援計
画に参加している。 

― ― 

5. 緊急時の国⺠およびパート
ナーとのコミュニケーション改善
のうえで、スタッフ配置、プラット
フォーム、資⾦源、またはその
他の要因に対して実施可能な
⼤きな改善点があるか。 

• 医療・保健の専⾨家
は、MHP と地⽅の保
健当局により、緊急
時のリスクに関する国
⺠からの問い合わせ
に対応するよう定めら
れている。 

• 共同情報センター
（MES）に緊急時の
リスクを軽減するため
の国家プラットフォーム
が設置されている。 

• ⾰新的なアプローチと
新しい技術が常時開
発され、国⺠とのコミュ
ニケーションに利⽤さ
れている。RC システム
をさらに強化するため
に、学んだ教訓が取り
⼊れられている。 

資料１ 各指標の「技術に関する質問」の回答として当てはまる可能性がある各国の 

評価コメント（上位３か国） 
      ※カッコ内は間接的に関わる可能性があるものを当てはめた 
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各指標の技術に関する質問 UAE アルメニア シンガポール 
6. 公安、司法、病院、緊急
時対応、⾚⼗字社/⾚新⽉
社、および（または）防衛省、
農業省、⾷品/医薬品省等の
政府機関等、他の関連機関
との間で共有されるコミュニケー
ション計画、合意、および（ま
たは）標準業務⼿順書が⽤
意されているか。 

― ― ― 

7. コミュニケーション担当⼈
員、資料、および緊急時の対
策に関する専⽤の予算組み
（枠）はあるか。 

― ― 

• MOH のコミュニケーシ
ョンエンゲージメントグ
ループは⼗分な⼈的
資源と予算を持ち、
情報通信省
（MCI）のサージキャ
パシティを利⽤すること
ができる。 

8. 緊急時の国⺠に対するコミ
ュニケーションは、保健省以外
の別の政府機関、または保健
省に関連している政府機関に
も⾃動的に伝達されるか。 

― ― ― 

9. この計画は年１回以上の
頻度で試験されているか。 

• 計画とその有効性
は、政府機関間の合
同訓練を通じて定期
的に検証される。 

― ― 

10.RC 担当⼈員に対して、
地域ハザード対策に関する訓
練が提供されているか。 

• 通信対応担当者は、
NCEMA が開催する
定期的なワークショッ
プを通じて、更新情
報を認識し、それに対
応するための訓練を
受ける。 

• 定期的な訓練が実
施されている。2016
年 7 ⽉ 19⽇〜20
⽇に⾏われた MES に
よる最新の訓練は、
政府機関の代表者が
参加した緊急（⼤地
震）時のセクター間
共同情報センターの
設置と機能に関する
ものであった。 

― 
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各指標の技術に関する質問 UAE アルメニア シンガポール 
11.国⺠に向けたメッセージの
クリアランス（内部決裁）に関
する所属機関内の取り決めが
あるか。 

― ― ― 

12.訓練または実際の対策実
施から得た知⾒に基づき、対
策計画に変更が加えられた
か。 

• MHP やその他の機
関・当局の対応計画
には、実践的な演習
や訓練、実際の対応
の経験や成果に基づ
いて、継続的な改善
が⾏われている。 

― 

• コミュニケーションプロト
コルは、定期的に演
習でテストされ、実際
の出来事で使⽤され
ている。 

13.コミュニケーション対応スタッ
フは、対策計画の変更を知ら
されているか、および（また
は）それについて訓練を受けて
いるか。 

― ― ― 

14.コミュニケーションシステムの
維持および改善のための専⽤
予算があるか。 

― ― ― 

R.5.2 内部およびパートナー間のコミュニケーションと調整 
  
1. 緊急時に所属部⾨内のコ
ミュニケーションを調整する枠組
みが⾮公式または公式に存在
するか。 

― ― 

• 健康危機に迅速に対
応するため、政府のあ
らゆるレベルにおいて
強固な RC 体制が確
⽴されている。 

2. 緊急時に国の関係者と対
策実施機関とのコミュニケーショ
ンを調整する枠組みが⾮公式
または公式に存在するか。 

• NCEMA が締結した
協定に加え、国の対
応枠組みを通じて、市
⺠社会組織や⺠間セ
クター間のコミュニケー
ションを調整する正式
なメカニズムがある。 

• 通信は、MES、保健
省（MOH）、医療
施設が組織されてい
る領⼟⾏政省の危機
管理センターと広報ユ
ニット間で調整されて
いる。 

（再掲）健康危機に
迅速に対応するため、
政府のあらゆるレベルに
おいて強固な RC 体制
が確⽴されている。 
• MOH は、他の政府

機関のコミュニケーショ
ンチームと緊密な協
⼒関係にある。 

3. 緊急時に海外の関係者と
対策実施機関とのコミュニケー
ションを調整する枠組みが⾮公
式または公式に存在するか。 

― ― ― 
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各指標の技術に関する質問 UAE アルメニア シンガポール 
4. 緊急時に関係者/パートナ
ー機関が所属機関との情報と
⼀致しない、または⽭盾する情
報を発表したという事例があっ
たか。 

― ― ― 

5. 緊急時にどの機関が対応
すべきかに関する合意がなかっ
たために、貴重な時間を割く事
例はあったか。 

― ― ― 

6. パートナー機関との間でもっ
と適切に調整できたであろうと
思われる緊急事態または事象
の例があるか。 

― ― ― 

7. 緊急時に病院と医療部⾨
とのコミュニケーションを調整する
公式の枠組みが⽤意されてい
るか。 

• MHP では、緊急時
の病院（公⽴および
私⽴）との連絡は、
NCEMA の緊急・危
機・災害オペレーショ
ンセンターおよび病院
内のコントロールルー
ムを通じて⾏われる。
地⽅保健当局の病
院でも、同様のプロセ
スが⾏われる。さら
に、私⽴病院との調
整も地⽅保健当局
の権限である。 

（訓練では、医療従
事者、メディア関係
者、国内外の⾮政府
組織などが積極的な
パートナーとして参加
し、学んだ教訓から計
画を修正している。） 

• MOH は、公⽴医療
機関のコミュニケーショ
ンチームと緊密な協
⼒関係にある。 

8. 緊急時に市⺠社会団体
間のコミュニケーションを調整す
る公式の枠組みが⽤意されて
いるか。 

― 

• 市⺠保護局⻑と関連
する地元のボランティア
は、地元のステークホ
ルダーと対話し、新し
い緊急⾏動計画につ
いてフィードバックを⾏
う。彼らは、国のコミュ
ニケーションプランの地
⽅版を作成し、独⾃
の限られた予算を持っ
ている。 

― 
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各指標の技術に関する質問 UAE アルメニア シンガポール 
9. 緊急時に⺠間部⾨とのコミ
ュニケーションを調整する公式
の枠組みが⽤意されているか。 

― 

• 緊急時には、MES の
広報部⾨が関係者の
参加を得て定期的に
メディアブリーフィングを
⾏い、MES のウェブサ
イト上で情報を更新
している。 

― 

10.所属機関は、パートナー機
関とのコミュニケーションの調整
を試す訓練を実施しているか。 

• パートナー機関との調
整とコミュニケーション
は、NCEMA の演習
や参加機関との訓練
を通じて毎年テストさ
れている。 

― 

• コミュニケーションの役
割と責任が明確に定
義されたプロセスとプロ
トコルが、定期的にテ
ストされ、緊急時に適
⽤される。 

11.所属機関は、パートナー機
関とのコミュニケーション調整が
試された、実際の緊急事態に
おいて対応したか。 

• NCEMA は実際の緊
急事態に対応し、そ
れによって関係するパ
ートナーとのコミュニケ
ーションの調整に関す
る経験を検証し学ん
できた（例︓H1N1
パンデミック、MERS 
CoV）。 

― ― 

12.所属機関は、外部のパー
トナーおよび関係者と共に、コミ
ュニケーションに関する対応計
画を定期的に作成しているか。 

― 

• マルチステークホルダー
の役割と責任を含む
すべてのリスクコミュニ
ケーション計画が実施
されている。 

（再掲）コミュニケーシ
ョンの役割と責任が明
確に定義されたプロセス
とプロトコルが、定期的
にテストされ、緊急時に
適⽤される。 

13.所属機関は、外部パート
ナーおよび関係者と調整したコ
ミュニケーション対応予算を有し
ているか。 

― 

（再掲）市⺠保護局
⻑と関連する地元のボ
ランティアは、地元のステ
ークホルダーと対話し、
新しい緊急⾏動計画に
ついてフィードバックを⾏
う。彼らは、国のコミュニ
ケーションプランの地⽅
版を作成し を作成し、
独⾃の限られた予算を
持っている。 

― 
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各指標の技術に関する質問 UAE アルメニア シンガポール 
R.5.3 パブリック・コミュニケーション 
  
1.所属機関は、国⺠とのコミュ
ニケーションのための正式な機
能を有しているか。 

• すべての公的機関は、
政府のコミュニケーショ
ン部⾨を通じて国⺠と
コミュニケーションをとっ
ている。 

• MES の共同情報セン
ターを含む危機管理
センターは、国⺠に語
りかけるための信頼で
きる資産である。 

― 

2. 所属機関は、指名され、
訓練を受けた広報担当者を有
するか。 

• MHP とすべての保健
当局には、MHP の部
⾨ごとに、訓練を受け
た公式の広報担当者
のリストがある。 

• RC に携わる専⾨家
のトレーニングは、
MES の危機管理ナ
ショナルアカデミーが⾏
っている。 

• アルメニア CDC の広
報部⻑は、RC に関
するWHO の研修を
受け、それがトレーナ
ーズプログラムになっ
た。 

（MOH は、迅速な
情報発信のため、地
域組織との連携が確
⽴されている。） 

3.所属機関は、メディアおよび
ソーシャルメディアによるアウトリ
ーチに特化したコミュニケーショ
ンチームを有するか。 

• 専⾨チームがメディア
や社会への働きかけを
正式に委託されてい
る。 

― 

• ⾼度に専⾨化したコミ
ュニケーションチーム
が、パブリックコミュニケ
ーションとエンゲージメ
ントのあらゆる側⾯を
管理している。 

4.所属機関は、対象者の⾔
葉、信頼されている情報源、お
よび好まれているコミュニケーシ
ョンチャンネルを適切に理解す
るためのターゲット対象者分析
を実施しているか。 

― ― ― 

5.所属機関は、コミュニケーショ
ンのメッセージを特定の対象者
に向けて発するために、新聞、
ラジオ、テレビ、ソーシャルメディ
ア、ウェブ等の様々なメディアプ
ラットフォームに積極的に働きか
けるコミュニケーション戦略を有
しているか。 

• 緊急時には、マスコ
ミ、ニュース、記者会
⾒、テレビなどを通じて
の定期的なメディアブ
リーフィングや最新情
報、啓発・教育キャン
ペーンなど、さまざまな
レベルや⽅法で国⺠

• マスメディアのジャーナ
リストを対象に、アルメ
ニアで発⽣リスクの⾼
い病気や⾵⼟病に関
するトレーニングが⾏
われている。 

• 緊急時の⾏動に関す
る RC は、就学前から
の基本的な学校カリ

• 多様なコミュニケーショ
ンプラットフォームを採
⽤し、国⺠の懸念や
⾵評に対応するため、
幅広い層にリーチする
ことができる。 
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各指標の技術に関する質問 UAE アルメニア シンガポール 
とのコミュニケーションが
⾏われる。 

キュラムの中で教えら
れている。 

• アルメニア語は⼈⼝の
95％以上が話し、全
員が理解しているが、
MES のウェブサイトで
は 3 つの⾔語が使⽤
されている。 

6.所属機関は、対象者が必
要とする場合、現地の⾔葉で
情報を提供しているか。 

― ― ― 

7.所属機関は、ターゲットとす
る対象者のメンバーにメッセー
ジが届いているかを評価するメ
ディアリサーチを実施している
か。 

（MHP と地⽅保健当
局のコールセンターは、
緊急時の国⺠のニーズ
に対応する。） 

― ― 

8.所属機関は、地理的位
置、⾔語、およびメディア嗜好
性に応じて、公衆衛⽣メッセー
ジの内容を変えているか。 

（メッセージは、
NCEMA と連携してい
る連邦メディア機関の
許可を得なければなら
ず、公共メディアを通じ
て配信できる情報を指
定している。） 

― ― 

9.緊急時または訓練時に、所
属機関はメディア向け定期会
⾒を実施し、マスメディアおよび
ソーシャルメディアを介して情報
を更新しているか。 

― ― 

• 相互の信頼に基づく
メディアとの良好な関
係は、緊急事態の際
に役⽴つ。 

10.所属機関は、どのようなコミ
ュニケーション法がターゲットとな
る対象者による緊急時の⾏動
変化を最適に促すかに関する
エビデンスベースに寄与している
か。 

― 

• 視覚的なパブリックコミ
ュニケーション資料は、
発⾏前に対象となる
者にテストされる。 

― 

11.所属機関は、コミュニケー
ション対策を継続的に改善す
るために、経験および新しい戦
略をパートナー機関と共有して
いるか。 

― ― ― 
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各指標の技術に関する質問 UAE アルメニア シンガポール 
12.所属機関は、噂および誤
解を監視しているか。検知した
場合、速やかにこの問題に対
処しているか。 

― ― ― 

R.5.4 緊急事態の影響を受けている地域のコミュニケーションへの関与 
  
1.所属機関は、緊急時のコミ
ュニケーション対応に⽤いるため
の、社会的動員、ヘルスプロモ
ーション、またはコミュニティエン
ゲージメントを担当する部⾨ま
たは作業部会を有しているか。 

• 緊急時対応チームと
保健教育推進部は、
世界保健デーのキャン
ペーンなど、医療分野
と連携した啓発イベン
トやキャンペーンを実
施している。 

• 健康増進は、地域や
地⽅の保健所によっ
て実施されている。 

• パブリックコミュニケーシ
ョンを形成するための
公共委員会が国レベ
ルで設置されている。 

― 

2.所属機関は、所属機関内
のメディア部⾨または連絡担当
者と定期的に連携するための、
社会的動員、ヘルスプロモーシ
ョン、またはコミュニティエンゲー
ジメントを担当する部⾨または
作業部会を有しているか。 

― ― ― 

3.所属機関は、公衆衛⽣上
の緊急事態の発⽣時に、影響
を受けている集団またはリスク
のある集団にリーチするための、
社会的動員、健康促進、また
はコミュニティエンゲージメントを
担当する部⾨または作業部会
を有しているか。 

― ― ― 

4.社会的動員、ヘルスプロモー
ション、またはコミュニティエンゲ
ージメントは、国内の対応計画
に含められているか。 

― 

• ⾃治体やボランティア
グループの関与は、す
べての緊急対応計
画、役割、責任にお
いて想定されており、
地域で策定された対
応計画に概要が⽰さ
れている。 

• 最近、1万⼈以上の
参加者を対象に、信
頼できる情報源と好ま

• 国の対応計画には、
社会動員やコミュニテ
ィへの関与が含まれて
いる。 
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各指標の技術に関する質問 UAE アルメニア シンガポール 
しいコミュニケーションチ
ャネルに関する調査が
実施され、より良いリ
スクコミュニケーション
計画の構築に役⽴て
られた。 

5.所属機関は、中間（地区/
州）レベルで機能する社会的
動員、ヘルスプロモーション、ま
たはコミュニティエンゲージメント
の機能を有しているか。 

― ― 

• 緊急時には、より強固
で集中的なコミュニティ
参加策が実施される。 

6.中間（地区/州）レベルの
コミュニティエンゲージメントの機
能は、国レベルのリーダーシップ
が中間レベルから学び、また他
の中間レベルから学んだ教訓を
共有することができるよう、垂直
⽅向に働いているか。 

― ― ― 

7.地域へのアウトリーチプログラ
ムは、ターゲットとする対象者を
メンバーとして、情報教育コミュ
ニケーション（IEC）資料の試
験を定期的に実施しているか。 

― ― ― 

8.所属機関は、経験豊富なコ
ミュニティエンゲージメントの専
⾨家と緊急時のボランティア、
サージキャパシティに関する情
報共有と訓練の機会を提供し
ているか。 

• NCEMA と⾚新⽉と
の協⼒・連携により、
ボランティアは応急処
置や緊急時・災害時
の対応について訓練
を受けている。 

― 

（⼀部再掲）緊急時
には、より強固で集中
的なコミュニティ参加策
が実施される。これに
は、リスクの⾼いコミュニ
ティを巻き込むための草
の根リーダーや訓練を受
けたデング熱予防ボラン
ティアが配備されている
ことが含まれる。 

9.所属機関は、既存のコミュニ
ティエンゲージメントの能⼒を、
緊急時に展開を拡⼤させるた
めの計画を有しているか。 

― ― ― 
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10.リスクのある集団または影
響を受けている集団と対応実
施機関との間に、現在進⾏形
で機能しているフィードバックル
ープが存在するか。 ― 

• 危機管理センターは
24 時間体制で運営
されている。これによ
り、被災した⼈々や危
険にさらされている
⼈々と対応チームとの
間の双⽅向のコミュニ
ケーションが可能にな
る。 

― 

11.所属機関は、対象者のフ
ィードバック、誤解、および質問
に対処するために、メッセージの
内容を定期的かつ速やかに変
えているか。 

• 様々なコミュニケーショ
ンチャネル（コールセ
ンター、ソーシャルメデ
ィア、コミュニティ⽀援
プログラム、記者会⾒
など）を通じて国⺠
の反応を把握し、視
聴者からのフィードバ
ックや疑問に対応す
るために、定期的かつ
迅速にメッセージを発
信している。 

― 

• リスクの⾼いコミュニティ
のニーズに応じて、的
を絞ったメッセージを作
成する。 

• メッセージは、クリエイ
ティブ・コンセプトの開
発プロセスでテストされ
る。 

12.直近に実際に発⽣した緊
急時または訓練時に、対象者
のフィードバックまたは質問を受
けるための明確な機能が存在
したか。 

• インフルエンザ H1N1
パンデミックのマネジメ
ント（例︓24 時間
365⽇対応のコール
センター）を成功さ
せ、特定のリスク
（例︓MERS 
CoV、エボラ）に⽴ち
向かう MHP の緊急
管理⽀援計画を実
際にテストしたことか
ら、教訓が得られた。 

• 地震訓練や Artik 洪
⽔緊急事態の際に被
災住⺠から寄せられ
たフィードバックシステ
ムは、改善が必要な
問題を特定するため
に利⽤された。 

― 

R.5.5 積極的な聴き取りと⾵評管理 
  
1.所属機関は、噂および誤報
を監視し、これに対応するため
の正式なコミュニケーション機能
を有しているか。 

• 正式なコミュニケーショ
ン機能が、コールセン
ター、MPH と地⽅保
健局の政府広報部を

• 各省庁の広報部にお
いて、⾵評を⽇々監
視し、報告する体制
が整っている。 

• MOH の研究チームは
メディアの監視を⾏い、
MOH の意思決定者
と連携してフェイクニュ
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各指標の技術に関する質問 UAE アルメニア シンガポール 
通じて、⾵評や誤報
を監視し、対処してい
る。 

ースや⾵評に迅速に
対応できる。 
• 確⽴された標準作業
⼿順書（SOP）は、
噂やフェイクニュースに
対する公的医療機関
の対応に戦略的なガ
イダンスを提供する。 

2.所属機関は、公衆衛⽣上
の問題に関する⼀部の噂につ
いて話を聞く特別な⽅法を有
しているか（医療従事者、ホッ
トライン情報など） 

• ソーシャルメディアサイ
トは、定期的にスキャ
ンされ、メッセージの伝
達に利⽤されている。 

• 多くのチャンネル（ホッ
トライン、メディア、ソー
シャルメディア、地元
関係者）を通じて、ダ
イナミックなリスニングが
体系的に⾏われてい
る。情報はダブルチェッ
クされ、RC はそれに
応じて適応される。 

― 

3.所属機関は、噂および誤報
に対処するための⽅法を有して
いるか。 

• 特定のテーマに関する
噂がどのように変化し
ているかを確認するた
め、ソーシャルメディア
の活動も測定してい
る。 

• ダブルチェックされた
噂・誤報についての報
告書と、必要に応じて
それに対抗するコミュ
ニケーション戦略が、
各政府機関の管理
下で整理され、必要
に応じて政府機関間
で共有されている。 

• 政府全体の通信ネッ
トワークにより、各機
関は様々なプラットフ
ォームで誤報を払拭
することができる。 

4.所属機関は、噂の誤りを証
明するか、誤報を正すのに⽤い
る⽅法またはメッセージ効果を
追跡しているか。 

（再掲）特定のテーマ
に関する噂がどのように
変化しているかを確認
するため、ソーシャルメデ
ィアの活動も測定してい
る。 

― ― 

5.所属機関は、噂および誤
報、およびこれらに対処するた
めの⽅法およびメッセージを定
期的に収集し、メッセージの⼀
貫性を担保するために、それら
をパートナーと共有しているか。 

• 他部⾨の計画を取り
⼊れた詳細な RC 計
画がある。 

（再掲）ダブルチェック
された噂・誤報について
の報告書と、必要に応
じてそれに対抗するコミ
ュニケーション戦略が、
各政府機関の管理下
で整理され、必要に応

― 
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各指標の技術に関する質問 UAE アルメニア シンガポール 
じて政府機関間で共有
されている。 

6.所属機関は、コミュニケーショ
ン対策を改善するための政策
決定プロセスにおいて、国⺠か
らの噂および誤報を含むコミュ
ニケーションのフィードバックを考
慮しているか。 

• タイムラインを含むプレ
スリリースのテンプレー
トがある。例えば、緊
急事態を察知した後
の最初の連絡は、12
分以内に⾏うよう定め
ている。 

― ― 

7.所属機関は、コミュニケーショ
ン対応および噂や誤報への対
応能⼒を定期的に評価し、対
応が⾏動を変えたのか、および
（または）噂の拡⼤を⽌めた
かを判断しているか。 

• 噂や誤報に対応する
コミュニケーション対応
と能⼒は定期的に評
価され、⾏動が変化
し、噂が広まるのを⾷
い⽌めることができるこ
とを確認している。 

• 例えば、⾃閉症と
MMR ワクチンを結び
つける噂を管理するな
ど、出来事から教訓を
学び、⾏動を変えるこ
とが証明されている。 

― ― 
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各指標の技術に関する質問 ⽶国 カナダ オーストラリア 
R.5.1 リスクコミュニケーション・システム 

  
1. 国内の対策計画には RC
のための機能があるか。 

• 国家対応フレームワー
クの統合的なコミュニ
ケーションが計画中で
ある。 

• 複数の危機・RC ツー
ルやテンプレートがあ
る。 

• 学んだ教訓が⽂書化
されている。 

• 緊急時対応計画に
RC の役割と責任が
盛り込まれている。 

• RC が複数の
感染症および緊急事
態対応計画に統合さ
れている。 

2. 緊急時に必要となる公的
情報に⾮公式に対応するコミュ
ニケーション担当の⼈員または
政府部⾨が存在するか。 ― 

• 保健ポートフォリオに
専⾨チームがあり、コミ
ュニケーションと政策・
プログラム担当者の間
で RC 能⼒および緊
急時対応機能を構
築している。 

― 

3. 緊急時に RC に専念する
常勤スタッフまたは緊急時配備
スタッフがいるか。 

― ― 

• 様々なコミュニケーショ
ン分野のスキルを持つ
経験豊富なスタッフが
配置されている。 

4. RC スタッフの役割および責
任は、対策計画の中で⾔及さ
れているか。 ― 

• 緊急時のコミュニケー
ションについて、連邦/
州/準州 と地元当
局の間に明確な責任
分担がある。 

― 

5. 緊急時の国⺠およびパート
ナーとのコミュニケーション改善
のうえで、スタッフ配置、プラット
フォーム、資⾦源、またはその
他の要因に対して実施可能な
⼤きな改善点があるか。 

• 複数のコミュニケーショ
ン・プラット フォームや
伝達システム、技術ベ
ースのネットワークを利
⽤している。 

― ― 

資料２ 各指標の「技術に関する質問」の回答として当てはまる可能性がある各国の 
評価コメント（米国、カナダ、オーストラリア） 
※カッコ内は間接的に関わる可能性があるものを当てはめた 
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各指標の技術に関する質問 ⽶国 カナダ オーストラリア 
6. 公安、司法、病院、緊急
時対応、⾚⼗字社/⾚新⽉
社、および（または）防衛省、
農業省、⾷品/医薬品省等の
政府機関等、他の関連機関
との間で共有されるコミュニケー
ション計画、合意、および（ま
たは）標準業務⼿順書が⽤
意されているか。 

― ― 

• システムとプロセスに
は、パートナー、セクタ
ー、管轄区域、国内
および国際的な利害
関係者が関与してい
る。 

7. コミュニケーション担当⼈
員、資料、および緊急時対策
に関する専⽤の予算組み
（枠）はあるか。 

― ― ― 

8. 緊急時の国⺠に対するコミ
ュニケーションは、保健省以外
の別の政府機関、または保健
省に関連している政府機関に
も⾃動的に伝達されるか。 

― ― ― 

9. この計画は年１回以上の
頻度で試験されているか。 

― 

• システムは定期的に
演習でテストされ、教
訓が学ばれ、すべての
レベルで共有されてい
る。 

― 

10.RC の担当⼈員に対して、
地域ハザード対策に関する訓
練が提供されているか。 ― 

（再掲）システムは定
期的に演習でテストさ
れ、教訓が学ばれ、すべ
てのレベルで共有されて
いる。 

― 

11.国⺠に向けたメッセージの
クリアランス（内部決裁）に関
する所属機関内の取り決めが
あるか。 

（キーメッセージの⽂
書、ウェブコンテンツの配
信、調整電話などで、
正確性を確保すること
が奨励されている。） 

― ― 

12.訓練または実際の対策実
施から得た知⾒に基づき、対
策計画に変更が加えられた
か。 

• 教訓の記録、報告、
計画への反映が確⽴
されている。 ― 

• システムは定期的に
演習や緊急事態でテ
ストされ、得られた教
訓は能⼒強化のため
に適⽤される。 
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各指標の技術に関する質問 ⽶国 カナダ オーストラリア 
13.コミュニケーション対応スタッ
フは、対策計画の変更を知ら
されているか、および（また
は）それについて訓練を受けて
いるか。 

― ― ― 

14.コミュニケーションシステムの
維持および改善のための専⽤
予算があるか。 

― ― 

• コミュニケーション・スタ
ッフのための資⾦が継
続的に確保されてお
り、緊急時には追加
的なリソースが利⽤可
能である。 

R.5.2 内部およびパートナー間のコミュニケーションと調整 
  
1. 緊急時に所属部⾨内のコ
ミュニケーションを調整する枠組
みが⾮公式または公式に存在
するか。 

― 

• あらゆるレベルで、パブ
リックコミュニケーション
と RC を調整するため
の強⼒なコミュニケー
ションネットワークが存
在する。 

（RC は、意思決定と
対応に情報を提供する
ため、事故管理システム
に統合されている。） 
• 信頼された情報共有
ネットワークは、重要イ
ンフラ部⾨との情報共
有とコミュニケーション
計画の調整を⾏う。 

2. 緊急時に国の関係者と対
策実施機関とのコミュニケーショ
ンを調整する枠組みが⾮公式
または公式に存在するか。 

• 北インディアナ図書館
コンピュータ・コンソーシ
アム（NICCL）は、
連邦政府省庁の主
要なコミュニケーターの
ネットワークであり、統
⼀された声と⼀貫した
メッセージで発⾔する
ためのものである。 

（再掲）あらゆるレベ
ルで、パブリックコミュニケ
ーションと RC を調整す
るための強⼒なコミュニ
ケーションネットワークが
存在する。 

• 国⽴保健医療研究
機構（NHEMRN）
はセクター、管轄区
域、利害関係者間
の RC を調整し、コミ
ュニケーションプランと
製品を共同で開発し
共有している。 

3. 緊急時に海外の関係者と
対策実施機関とのコミュニケー
ションを調整する枠組みが⾮公
式または公式に存在するか。 

― 

（再掲）あらゆるレベ
ルで、パブリックコミュニケ
ーションと RC を調整す
るための強⼒なコミュニ
ケーションネットワークが
存在する。 

― 
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各指標の技術に関する質問 ⽶国 カナダ オーストラリア 
4. 緊急時に関係者/パートナ
ー機関が所属機関との情報と
⼀致しない、または⽭盾する情
報を発表したという事例があっ
たか。 

― ― ― 

5. 緊急時にどの機関が対応
すべきかに関する合意がなかっ
たために、貴重な時間を割く事
例はあったか。 

― ― ― 

6. パートナー機関との間でもっ
と適切に調整できたであろうと
思われる緊急事態または事象
の例があるか。 

― ― ― 

7. 緊急時に病院と医療部⾨
とのコミュニケーションを調整する
公式の枠組みが⽤意されてい
るか。 

― ― ― 

8. 緊急時に市⺠社会団体
間のコミュニケーションを調整す
る公式の枠組みが⽤意されて
いるか。 

（⽂化的規範や緊急
事態との関係に基づく、
メッセージの好みや⼈々
のニーズに関する調査が
実施されている。） 

― ― 

9. 緊急時に⺠間部⾨とのコミ
ュニケーションを調整する公式
の枠組みが⽤意されているか。 

― 

• 緊急時には、NGO
や⺠間セクターとのコミ
ュニケーション活動も
調整できる。 

― 

10.所属機関は、パートナー機
関とのコミュニケーションの調整
を試す訓練を実施しているか。 ― ― 

• 調整は定期的に演
習や緊急事態でテス
トされ、得られた教訓
は能⼒強化のために
適⽤される。 

11.所属機関は、パートナー機
関とのコミュニケーション調整が
試された、実際の緊急事態に
おいて対応したか。 

― 

• 特定のコミュニティと関
わり、この対象者に適
切なメッセージを開発
することができる（例
えば、ファースト・ネイ
ションズ）。 

― 
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各指標の技術に関する質問 ⽶国 カナダ オーストラリア 
12.所属機関は、外部のパー
トナーおよび関係者と共に、コミ
ュニケーションに関する対応計
画を定期的に作成しているか。 

• 地⽅、州、部族地
域、連邦政府のコミュ
ニケーターによる包括
的なアプローチ、およ
び統合モデル CERC
は、政府全体、世界
各国、学術機関にお
いて教えられている。 

― ― 

13.所属機関は、外部パート
ナーおよび関係者と調整したコ
ミュニケーション対応予算を有し
ているか。 

― ― ― 

R.5.3 パブリック・コミュニケーション 
  
1.所属機関は、国⺠とのコミュ
ニケーションのための正式な機
能を有しているか。 

― ― ― 

2. 所属機関は、指名され、
訓練を受けた広報担当者を有
するか。 

― 

• 緊急時に様々な聴衆
に情報を伝えるため、
すべての政府レベルに
おいてスポークスパーソ
ンが任命され、多数の
パブリックコミュニケーシ
ョン・チャンネルが⽤意
されている。 

• さまざまなレベルの政
府機関において、訓
練を受けた広報担当
者が任命されている。 

3.所属機関は、メディアおよび
ソーシャルメディアによるアウトリ
ーチに特化したコミュニケーショ
ンチームを有するか。 

― ― ― 

4.所属機関は、対象者の⾔
葉、信頼されている情報源、お
よび好まれているコミュニケーシ
ョンチャンネルを適切に理解す
るためのターゲット対象者分析
を実施しているか。 

― ― ― 
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各指標の技術に関する質問 ⽶国 カナダ オーストラリア 
5.所属機関は、コミュニケーショ
ンのメッセージを特定の対象者
に向けて発するために、新聞、
ラジオ、テレビ、ソーシャルメディ
ア、ウェブ等の様々なメディアプ
ラットフォームに積極的に働きか
けるコミュニケーション戦略を有
しているか。 

― ― 

• 伝統的なメディア、ソ
ーシャルメディア、ウェブ
サイト、ホットライン、
印刷物など、緊急時
に聴衆に到達するた
めの多数のパブリックコ
ミュニケーションチャンネ
ルが使⽤されている。 

• 連邦政府のウェブサイ
トを近代化し、国⺠が
より簡単に情報にアク
セスできるようにするた
めの作業が進⾏中で
ある。  

6.所属機関は、対象者が必
要とする場合、現地の⾔葉で
情報を提供しているか。 ― 

• 政策と計画により、政
府は緊急時のリスクに
ついて適切な⾔語で
コミュニケーションするこ
とを保証している。 

• メッセージや資料は、
影響を受ける⼈々に
届くように多⾔語に翻
訳することができる。 

7.所属機関は、ターゲットとす
る対象者のメンバーにメッセー
ジが届いているかを評価するメ
ディアリサーチを実施している
か。 

― ― ― 

8.所属機関は、地理的位
置、⾔語、およびメディア嗜好
性に応じて、公衆衛⽣メッセー
ジの内容を変えているか。 

• パブリックメッセージは、
イベントに関連する社
会的、宗教的、⽂化
的、政治的、経済的
側⾯といったコミュニテ
ィ特有のニーズも考慮
している。 

― ― 

9.緊急時または訓練時に、所
属機関はメディア向け定期会
⾒を実施し、マスメディアおよび
ソーシャルメディアを介して情報
を更新しているか。 

― ― ― 
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各指標の技術に関する質問 ⽶国 カナダ オーストラリア 
10.所属機関は、どのようなコミ
ュニケーション法がターゲットとな
る対象者による緊急時の⾏動
変化を最適に促すかに関する
エビデンスベースに寄与している
か。 

― ― ― 

11.所属機関は、コミュニケー
ション対策を継続的に改善す
るために、経験および新しい戦
略をパートナー機関と共有して
いるか。 

― ― 

• 緊急事態や演習で
得た教訓は、管轄区
域を越えて共有され
ている。 

12.所属機関は、噂および誤
解を監視しているか。検知した
場合、速やかにこの問題に対
処しているか。 

― ― ― 

R.5.4 緊急事態の影響を受けている地域のコミュニケーションへの関与 
  
1.所属機関は、緊急時のコミ
ュニケーション対応に⽤いるため
の、社会的動員、ヘルスプロモ
ーション、またはコミュニティエン
ゲージメントを担当する部⾨ま
たは作業部会を有しているか。 

― 

• すべてのレベルの政府
が、公衆衛⽣に関す
る幅広い話題について
コミュニティに関与し、
緊急時には彼らを動
員することができる。 

― 

2.所属機関は、所属機関内
のメディア部⾨または連絡担当
者と定期的に連携するための、
社会的動員、ヘルスプロモーシ
ョン、またはコミュニティエンゲー
ジメントを担当する部⾨または
作業部会を有しているか。 

― ― ― 

3.所属機関は、公衆衛⽣上
の緊急事態の発⽣時に、影響
を受けている集団またはリスク
のある集団にリーチするための、
社会的動員、健康促進、また
はコミュニティエンゲージメントを
担当する部⾨または作業部会
を有しているか。 

― ― ― 

76



 

各指標の技術に関する質問 ⽶国 カナダ オーストラリア 
4.社会的動員、ヘルスプロモー
ション、またはコミュニティエンゲ
ージメントは、国内の対応計画
に含められているか。 

― ― ― 

5.所属機関は、中間（地区/
州）レベルで機能する社会的
動員、ヘルスプロモーション、ま
たはコミュニティエンゲージメント
の機能を有しているか。 

― 

• 地域のコミュニティチー
ムは、コミュニティが⾏
動できるような関係や
ネットワークを構築して
いる。 

• 緊急事態において、
すべての管轄区域が
分散的なアプローチで
コミュニティに関与して
いる。 

6.中間（地区/州）レベルの
コミュニティエンゲージメントの機
能は、国レベルのリーダーシップ
が中間レベルから学び、また他
の中間レベルから学んだ教訓を
共有することができるよう、垂直
⽅向に働いているか。 

― ― ― 

7.地域へのアウトリーチプログラ
ムは、ターゲットとする対象者の
メンバーを対象として、情報教
育コミュニケーション（IEC）資
料の試験を定期的に実施して
いるか。 

― ― 

（キャンペーンに重点を
置いた調査により、脆
弱な⼈々へのアプローチ
など、緊急時のコミュニ
ケーションに情報を提供
している。） 

8.所属機関は、経験豊富なコ
ミュニティエンゲージメントの専
⾨家と緊急事態発⽣時のボラ
ンティアまたは潜在的緊急時
対応能⼒との間で⾏われる情
報共有と訓練の機会を提供し
ているか。 

― ― ― 

9.所属機関は、既存のコミュニ
ティエンゲージメントの能⼒を、
緊急事態の発⽣時に展開を
拡⼤させるための計画を有して
いるか。 

― ― ― 

10.リスクのある集団または影
響を受けている集団と対応実
施機関との間に、現在進⾏形
で機能しているフィードバックル
ープが存在するか。 

― ― 

• コミュニティがフィードバ
ックを提供するための
複数のチャネルが利⽤
可能である。 
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各指標の技術に関する質問 ⽶国 カナダ オーストラリア 
11.所属機関は、対象者のフ
ィードバック、誤解、および質問
に対処するために、メッセージの
内容を定期的かつ速やかに変
えているか。 

• コミュニティメッセージ
戦略は、的を絞った
積極的なものである。 ― ― 

12.直近に実際に発⽣した緊
急時または訓練時に、対象者
のフィードバックまたは質問を受
けるための明確な機能が存在
したか。 

― ― ― 

R.5.5 積極的な聴き取りと⾵評管理 
  
1.所属機関は、噂および誤報
を監視し、これに対応するため
の正式なコミュニケーション機能
を有しているか。 

• 緊急時にソーシャルメ
ディアを継続的に監視
することで、コミュニティ
が何を求めているかを
早期に把握することが
できる。 

• 緊急時に伝統的なメ
ディアやソーシャルメデ
ィアを監視し、誤報や
噂を正す。 

• 緊急時に従来のメディ
アやソーシャルメディア
が監視され、誤報の
訂正、誤解の解消、
意⾒の把握が⾏われ
る。 

2.所属機関は、公衆衛⽣上
の問題に関する⼀部の噂につ
いて話を聞く特別な⽅法を有
しているか（医療従事者、ホッ
トライン情報など） 

― ― ― 

3.所属機関は、噂および誤報
に対処するための⽅法を有して
いるか。 

― ― ― 

4.所属機関は、噂の誤りを証
明するか、誤報を正すのに⽤い
る⽅法またはメッセージ効果を
追跡しているか。 

― ― ― 

5.所属機関は、噂および誤
報、およびこれらに対処するた
めの⽅法およびメッセージを定
期的に収集し、メッセージの⼀
貫性を担保するために、それら
をパートナーと共有しているか。 

― ― 

• 誤報の訂正はパート
ナーと共有される。 
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各指標の技術に関する質問 ⽶国 カナダ オーストラリア
6.所属機関は、コミュニケーショ
ン対策を改善するための政策
決定プロセスにおいて、国⺠か
らの噂および誤報を含むコミュ
ニケーションのフィードバックを考
慮しているか。

― ― 

（再掲）緊急時に従
来のメディアやソーシャル
メディアが監視され、誤
報の訂正、誤解の解
消、意⾒の把握が⾏わ
れる。

7.所属機関は、コミュニケーショ
ン対応および噂や誤報への対
応能⼒を定期的に評価し、対
応が⾏動を変えたのか、および
（または）噂の拡⼤を⽌めた
かを判断しているか。

― ― ― 
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令和 ５年 ３月３１日 
国立保健医療科学院長 殿 

  機関名 国立保健医療科学院 

所属研究機関長 職 名 院長

氏 名 曽根 智史 

次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

１．研究事業名 健康安全・危機管理対策総合研究事業 

２．研究課題名 健康危機発生時における行政の効果的なリスクコミュニケーションについての研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）健康危機管理研究部・部長  

（氏名・フリガナ）冨尾 淳・トミオ ジュン 

４．倫理審査の状況

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
□ ■ □ □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
□ ■ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称： ） 
□ ■ □ □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：   ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

81



国立保健医療科学院長 殿 

  機関名 国立感染症研究所 

所属研究機関長 職 名 所長

氏 名 脇田 隆字 

次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

１．研究事業名 健康安全・危機管理対策総合研究事業 

２．研究課題名 健康危機発生時における行政の効果的なリスクコミュニケーションについての研究

３．研究者名  （所属部署・職名） 感染症危機管理研究センター・センター長  

（氏名・フリガナ） 齋藤 智也・サイトウ トモヤ 

４．倫理審査の状況

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
□ ■ □ □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
□ ■ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称： ） 
□ ■ □ □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：   ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

令和５年４月３日
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令和 ５年 ３月３１日 
国立保健医療科学院長 殿 

                                                                             
                              機関名 国立保健医療科学院 

 
                      所属研究機関長 職 名 院長 
                                                                                      
                              氏 名 曽根 智史       
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 健康安全・危機管理対策総合研究事業                         

２．研究課題名 健康危機発生時における行政の効果的なリスクコミュニケーションについての研究     

３．研究者名  （所属部署・職名）健康危機管理研究部・上席主任研究官                 

    （氏名・フリガナ）奥田 博子・オクダ ヒロコ                     

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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令和 ５年 ３月３１日 
国立保健医療科学院長 殿 

                                                                             
                              機関名 国立保健医療科学院 

 
                      所属研究機関長 職 名 院長 
                                                                                      
                              氏 名 曽根 智史       
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 健康安全・危機管理対策総合研究事業                         

２．研究課題名 健康危機発生時における行政の効果的なリスクコミュニケーションについての研究     

３．研究者名  （所属部署・職名）健康危機管理研究部・研究員                     

    （氏名・フリガナ）竹田 飛鳥・タケダ アスカ                     

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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